
　複雑多様化する環境問題に適切に対処するに

は、工場などの公害発生源に対する排出抑制・指

導とともに、公害の早急な解決や未然防止のため

の諸施策を総合的・計画的に実施していかなけれ

ばなりません。

　このため、従来から千葉臨海地域及び印旛沼・

手賀沼地域について公害防止計画を策定し、総合

的な対策を推進するとともに、臨海部の主要企業

と公害防止協定を締結し、公害の未然防止に努め

てきました。

　５年度には、環境に対する県民の基本的な行動

規範となる「千葉県環境憲章」の具体的行動計画

として、また、地球環境保全のための行動指針と

しての「千葉県地球環境保全行動計画」を策定し、

さらに、自動車公害対策として、自動車を利用す

る者すべてが取り組むべき事項や総合的、体系的

に推進すべき各種交通施策などを盛り込んだ「千

葉県自動車交通公害防止計画」を策定しました。

　また、６年度には、行政・県民・事業者が一体

となってごみの減量化と再資源化を推進するた

め、「千葉県ごみ減量化推進県民会議」の設置、

豊かな自然を守り、生き物や地域文化とのふれあ

いを通して、県民が自然の大切さや仕組みを学ぶ

ための「千葉県いすみ環境と文化のさと」の開設

など、県民の取組を推進する施策を展開してきま

した。

　しかし、本県の急速な都市化・工業化による変

貌は、地域の環境容量に十分な配慮がなされずに

行われてきたことも否めません。そのため、持続

的発展が可能な県土づくりのための抜本的な取組

が強く望まれました。

　そこで、８年２月には、21世紀初頭を展望した

本県の環境施策の基本方向を示す「ちば新時代環

境ビジョン」を定めるとともに、８月８日には環

境ビジョンの理念を踏まえた本県の環境施策のマ

スタープランである「千葉県環境基本計画」を策

定し、環境施策を総合的に推進しています。

　さらに、大規模な開発行為等の実施に関しては、

「環境影響評価法」及び「県条例」（11年５月以

前は「千葉県環境影響評価の実施に関する指導要

綱」）により、環境への影響について事前に調査・

予測・評価を行い、公害の未然防止と自然環境の

保全を図っています。これらによらない工場建設、

宅地造成等個々の開発計画に対しては法令等に基

づく事前の審査や県独自の指導要綱による事前審

査を行い、環境保全に努めています。

　一方、良好な環境の保全や快適な環境づくり、

さらには地球環境保全の取組を、県民と一体と

なった取組として推進するため、「美しいふるさ

とづくり運動」や快適な環境づくり、環境学習の

推進により、環境問題に対する県民意識の高揚と

地域活動の促進を図っています。

　また、これら地域に根ざした環境保全に関する

事業を展開する資金を安定的に確保するため、

「千葉県地域環境保全基金」を設置しています。

第１節　千葉県環境基本計画

１.千葉県環境基本計画の策定

　千葉県環境基本計画（以下「基本計画」という。）

は、千葉県環境基本条例第９条の規定により、環

境保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、環境保全に関する長期的な目標、施策

の方向などを定めた計画であり、「千葉県環境審

議会」の意見を聴いて８年８月に策定しました。
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２.基本計画の概要

（１）計画策定の意義

　環境問題は、従来の公害問題から都市・生活型

環境問題へ、更に地球環境問題へと変化・拡大し

ており、生活環境、自然環境といった分野を越え、

環境そのものを総合的に捉える必要が生じてきて

います。これに対応していくためには、総合的で

長期的かつ計画的な対策を講じることが必要であ

り、対策の推進に当たっては、社会の構成員であ

るすべての主体が共通の認識で協力し、環境の保

全に、取り組んでいく必要があります。

　基本計画は、このような観点に立って、21世紀

初頭を展望した本県の環境保全の基本方向と環境

施策の長期的な目標、施策の方向を明らかにして

います。

（２）基本目標と理念

　これからの環境問題に対する考え方については、

ア　日常生活や産業活動が急激に拡大し、環境に

　影響を与え、自然の持つ復元能力を超えること

　が大きな原因であること

イ　人間が生存し、健康で快適な生活を営むため

　には自然の恵みが不可欠であること

ウ　行政、事業者、県民のすべてが各々の立場か

　ら自主的・積極的に取り組む必要があること　

　という認識に立ち、持続的発展が可能な社会を

構築するため、基本目標として『健全で恵み豊か

な環境の保全と将来への継承』を掲げています。

　さらに、この基本目標を目指して基本的な姿勢

を示すとともに、行政・事業者・県民・民間団体

のそれぞれが共通の認識に立って取り組むため、

次の四つの理念を掲げています。

ア　環境への負荷を軽減するため、自然が本来

　持っている循環・浄化能力を活かして物質の循

　環・再生をできる限り確保する「循環社会の

　構築」

イ　貴重な自然を保護し、身近な自然を確保し、

　自然との豊かな交流を保ちながら健全な＊生態

　系を維持・回復する「自然との共生」

ウ　私たち一人ひとりが地球の一員としての認識

　を持ち、地球環境保全に向けて行動する「地球

　環境保全への貢献」

エ　県・市町村・県民・事業者及び民間団体の各

　主体が環境に配慮した行動に自主的・積極的に

　取り組む「みんなが参加する取り組み」

（３）対象期間

　この基本計画の対象期間は、８年度から22年度

（2010年度）までの15年間としています。

（４）長期的な目標と施策の方向

　基本目標の達成と４つの理念の実現のため、次

に掲げる８つの長期的な目標を設定し、さらに、

それぞれの分野別目標や必要に応じて個別的な目

標を掲げ、これらの目標に対応してさまざまな施

策の方向を示しています。基本目標、理念、長期

的な目標及び分野別目標の関係は、図2-1-1のと

おりです。

ア　健全な自然の物質循環の確保

　　今日の環境問題は、自動車からの排出ガスに

　よる大気汚染、生活排水による水質汚濁などの

　都市・生活型公害が顕著になってきています。

　　これらは、急激な都市化などが自然の復元能

　力や許容限度を越えた負荷を環境に与えている

　ことが原因です。そこで第１の長期的な目標は、

　「大気、水、地質などへの負荷が自然の＊物質循環

　を損なうことのないよう、汚染物質の発生抑制

　や適正な処理を図ることなどにより、負荷をで

　きる限り軽減させることを目指す。」としてい

　ます。

　　施策の方向としては、燃料の良質化などの大

　気汚染の防止対策、下水道の整備などの社会基

　盤の整備、低公害車の普及などを掲げています。

イ　環境に配慮した社会システムの構築

　　大量生産・大量消費・大量廃棄の社会構造が、

　環境に大きな負荷を与えており、環境に配慮し

　た事業活動の確立と県民一人ひとりが環境に配

　慮したライフスタイルに転換していくことが必

　要です。そこで第２の長期的な目標は、「生産、

　流通、消費、廃棄などの社会経済活動の全段階

　を通じて、資源やエネルギーの面で循環・効率

　化の進んだ社会を目指す。」としています。
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　　この目標に対して、廃棄物のリサイクル、ご

　みの減量化、水やエネルギーの有効利用などの

　施策の方向を示しています。

ウ　地域の特性に応じた豊かな自然環境の保全

　　本県には、自然が豊富に残されており、多様

　な生態系が営まれています。これを将来に引き

　継ぐためには、自然的・社会的な特性を踏まえて、

　地域ごとに多様な自然環境を保全することが

　必要です。長期的な目標の第３として「貴重な

　自然環境、多様な生態系を保全し、房総の豊か

　な自然を将来の世代に引き継ぐことを目指す。」

　としています。

　　このため、分野別目標のうち「自然環境の体

　系的保全」では、地域を「山地・丘陵地域」、「田

　園地域」、「市街地とその周辺地域」、「沿岸地域」

　に区分し、それぞれの特性に応じた目標とその

　ための施策の方向を示しています。このほか、

　地域特有の景観の保全やレッドデータブックの

　作成などの施策の方向を示しています。

エ　自然を身近に感じられる快適環境の形成

　　さわやかな空気、水辺や緑は、日々の生活に

　うるおいや安らぎをもたらしてくれるもので

　す。また、安全が保たれることや土地の歴史や

　文化にふれることで、私たちの生活はより豊か

　に、より快適なものとなります。そこで、街にお

　ける快適環境を守るため、「身近な自然を適切に

　保全するとともに、緑や水辺などを整備し、人と

　自然が共生する安全で快適な生活空間の形成を

　目指す。」を第４の長期的な目標としています。

　　このための施策の方向としては、うるおいを感

　じられる施設の整備や緑化などを掲げています。

オ　人と自然のふれあいの確保

　　都市の生活では自然にふれる機会が少なくなっ

　ています。自然の尊さ、仕組み、恩恵などを正
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図2-1-1　基本目標、理念、長期的目標、分野別目標の体系図

〔基本目標〕　　〔理　念〕　　　　　　〔長期的目標〕　　　　　　　　　　　〔分野別目標〕

良好な大気環境の確保

良好な水環境の確保

良質な地質環境の確保

騒音・振動・悪臭の排除

環境に配慮した自動車交通環境の実現

化学物質・微生物等の適正管理

資源循環型社会システムの確立

水有効利用システムの確立

エネルギー有効利用システムの確立

自然環境の体系的保全

自然景観の保全

生物の多様性の確保

野生動物等の適正な管理

水空間の形成

緑空間の形成

安全で快適な生活空間の形成

自然とのふれあいの確保

都市と農山漁村の交流による自然・生活体験の促進

地球規模の環境保全活動の促進

地球環境の観測及び調査研究の促進

国際協力の推進

生涯学習としての環境学習の推進

環境学習の体制の整備

環境に配慮した事業活動の促進

環境に配慮したライフスタイルの促進

県の率先行動の実践

自主的な取り組みの推進にかかる仕組みづくり

健全な自然の
物質循環の確保

環境に配慮した
社会システムの構築

地域の特性に応じた
豊かな自然環境の保全

自然を身近に感じられる
快適環境の形成

人と自然との
ふれあいの確保

地球環境問題への貢献

環境学習の推進

環境に配慮した
自主的行動の促進



　しく認識し、自然保護の心を身につけることが

　できるよう自然にふれる機会を増やすことが必

　要です。第５の長期的な目標は、「人と自然と

　の豊かなふれあい、都市と農山漁村の豊かな交

　流を通じて、自然を大切にする心が育まれてい

　くことを目指す。」としています。

　　このため、自然を体験し、学ぶ機会や施設の

　確保や都市と農村漁村との交流などの施策の方

　向を示しています。

カ　地球環境問題への貢献

　　地球も大きなひとつの生態系であり、大きな

　循環と微妙なバランスのうえに成り立ってい

　ますが、各種の自然への負荷が急速に拡大した

　ためこの循環やバランスが損なわれ始めていま

　す。私たちの生活も地球環境に様々な影響を及

　ぼしていることを理解したうえで、行動するこ

　とが必要です。そこで、「人類共通の貴重な財

　産である地球のため、地球環境問題についての

　県民の理解を深めるとともに、国際的な交流・

　協力を通じて、よりよい地球環境の保全を目指

　す」を第６の長期的な目標としています。

　　このため、地球温暖化・オゾン層破壊の防止

　などや、観測・監視、諸外国との情報の交換な

　どの施策の方向を示しています。　

キ　環境学習の推進

　　人と環境の望ましい関係について学び、環境

　に配慮した行動の必要性について理解し、実践

　していくことが求められています。そこで、「環

　境学習を推進し、一人ひとりが環境に関心を持

　ち、人間と環境との関わりの重要性を理解し、

　環境保全に取り組む意識が高まることを目指

　す」を第７の長期的な目標としています。

　　ここでは、環境学習の機会づくりや手法の開

　発、体制の整備について施策の方向を掲げてい

　ます。　

ク　環境に配慮した自主的行動の促進

　　今日の環境問題の解決には、すべての人々が

　家庭や職場において、あらゆる機会を通じて取

　り組むことが求められています。そこで、「行政・

　事業者・県民・民間団体のすべての主体が自主

　的かつ積極的に、環境保全のため、それぞれの

　役割を果たすことを目指す。」を第８の長期的

　な目標としています。

　　このため事業所や家庭での自主的取組例を紹

　介するほか、各主体が環境に配慮した行動をと

　ることを促す施策の方向を掲げています。

（５）共通施策、配慮事項、特徴的な事業

　長期的な目標の実現に向けての個別の施策の方

向以外に、すべての目標の実現に関連する基本的

な共通施策、各種の環境の利用にあたっての配慮

事項、各種施策の方向のうち、特徴的な事業を別

に示しています。　

ア　基本的共通施策

　　長期的目標の実現に共通して必要な環境影響

　評価、規制的措置など基本的施策の現状と今後

　の方向を示しています。

イ　環境利用に当たっての配慮事項

　　土地利用計画のほか「宅地開発等の土地造成

　を伴う事業計画」、「ゴルフ場計画」などの11の

　事業計画を挙げ、計画に当たっての留意すべき

　事項を定めています。

　　計画を立案する段階での環境に配慮すべき事

　項の考え方を示し、環境アセスメント実施の際

　の基準とするほか、事業者が適切な配慮をする

　ことを期待しています。　

ウ　特徴的な事業

　　ここでは、緊急に対策を実施する事業、基盤

　的な事業及び長期的な視点に立った事業を掲げ

　ています。

　　緊急に対策を実施する事業としては①自動車

　交通公害対策　②印旛沼・手賀沼浄化対策

　③「ごみ・ゼロ成長社会」推進の３つの事業を

　掲げています。

　　環境施策を展開するに当たって基礎となる基

　盤的な事業としては、事業所の自主的な環境保

　全活動促進など４つの事業を挙げています。

　　長期的な視点に立って研究・検討・実施して

　いく必要のある事業としては、流域全体を視野

　にいれて、適正な水環境の維持、水質汚濁の解

　消、水資源の確保を図る「流域管理」などの８
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　つの事業を掲げています。

（６）推進体制

　　基本計画を推進していくために、行政、県民、

　事業者が参加する組織を設置するなどして、す

　べての主体が一体となった取組を推進するとと

　もに、全庁的な組織を設置し、計画を総合的に

　推進することとしています。

第２節 千葉県資源循環型社会づくり計画

　本県では、千葉県の豊かな自然や全国有数の産

業ポテンシャルを生かしながら、環境への負荷が

少なく、持続的発展が可能な社会を実現し、次の

世代に引き継いでいくため、県民やＮＰＯ・ＮＧ

Ｏ、事業者などと協働して、資源循環型社会づく

りに取り組んでいく基本となる計画として、「千

葉県資源循環型社会づくり計画」を14年10月に策

定しました。この計画は「千葉県資源循環型社会

づくり計画策定懇談会」やシンポジウム、パブ

リックコメントなどにより、県民、事業者、市町

村等の意見を聴き、それらを反映させたものと

なっています。なお、17年度から、一部見直し作

業を行っています。

１．計画の性格と位置付け

（１）計画の性格

　本計画は、資源循環型社会の将来像、基本方向

を示す“ビジョン”としての性格と、将来像の実

現に向けた県民、ＮＰＯ・ＮＧＯ、事業者、行政

等の各主体の役割、行動指針、戦略プロジェクト

を示す"行動計画"としての性格を有しています。

　また、県内で現在進められている各主体による

取組を反映するほか、今後進められる取組につい

ても随時盛り込み、“進化していく県民提案型・

総参加の計画”とします。

（２）計画の位置付け・関連計画との関係

　本計画は、千葉県環境基本計画の４つの基本理

念の一つ「循環社会の構築」の長期目標である、

①健全な自然の物質循環の確保、②環境に配慮し

た社会システムの構築の実現に向けた具体的な取

組をまとめた計画です。

（３）計画の対象とする資源

　本計画では、資源を賢く利用することを通じて、

廃棄物の発生抑制、環境負荷の低減を進めるため、

有用な廃棄物や太陽光・バイオマスなど、地域から

分散的に発生する資源（分散的資源）の循環的利用

を積極的に進めていくことにより、鉱物資源や化石

燃料（集中的資源）の使用の削減を目指しています。

（４）計画期間

　ビジョン：14年度から22年度まで

　行動計画：14年度から17年度まで

２．千葉県が目指す資源循環型社会の将来

　　像とその実現に向けた基本方向

（１）将来像

　本県が目指す資源循環型社会については、

[生活]、[産業]、［環境］の視点から、次の３つ

の将来像の実現を目指します。

[生活]　環境への負荷が少ないライフスタイルが

　新たな生活文化として定着した社会

[産業]　あらゆる事業者が資源循環・環境負荷の

　軽減に取り組む社会

[環境]　恵み豊かな環境が保全され、人と自然が

　共生できる社会

（２）資源循環型社会の実現に向けての基本方向　

　本県の資源循環型社会づくりにおける課題や可

能性を踏まえ、次の４つの柱を設定しました。

ア　環境への負荷の少ない社会経済システムづくり　

イ　資源循環ネットワークの構築による地域づくり　

ウ　健全に循環する自然環境づくり　

エ　資源循環型社会の実現に向けた人づくり　

３．資源循環型社会の実現に向けた行動指

　針と戦略プロジェクト

（１）行動指針
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○石油、石炭、鉄鉱石
○原子力エネルギー　など

○空き缶・古新聞
○金属くず・スラグ・汚泥
○太陽光、バイオマス　など

集中的資源

分散的資源
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基本方向毎の取組内容

環境への負荷
の少ない社会
経済システム
づくり

環境への負荷の少ないライフスタイルづくり

Ⅰ.発生抑制（リデュース）のための取組
　　１　容器包装ごみの発生抑制
◎　　　①　マイバッグの普及・促進
　　　　②　簡易包装の実施
　　２　生ごみの発生抑制
　　　　①　生ごみのコンポスト化等によるリサイクルの推進
　　　　②　量り売りやばら売りの実施
　　３　ごみ減量化に向けた経済的手法の導入
　　　　①　ごみの有料化の導入促進
　　　　②　デポジット制度の導入
Ⅱ．再使用（リユース）のための取組
　　１　リースやレンタルの促進
　　２　物品の共同利用の促進
　　３　物品の長期使用の促進
　　　　①　リペア、アップグレードサービスの拡大
　　　　②　リサイクルショップ等の拡大
Ⅲ．再生利用（リサイクル）のための取組
　　１　ごみ分別排出の推進
Ⅳ．その他の取組
　　１　環境家計簿の普及

環境への負荷の少ない産業づくり

Ⅰ.資源循環、環境負荷軽減に配慮した事業活動の実践
　　１　再使用・再生利用が容易な製品の製造
　　２　環境効率性の向上
　　　　①　単位資源・エネルギーあたりの生産性の向上
　　　　②　環境マネジメントシステムの構築と推進
　　　　③　新エネルギー（風力、太陽光、バイオマスエネルギー等）の利用
　　３　有害な物質の使用削減と適正管理の推進
Ⅱ．資源循環、環境負荷軽減に取り組む企業が正当に評価される取組
　　１　優良事業所の顕彰
　　２　環境産業等の経営基盤の強化
　　３　資源循環・環境負荷削減に取り組む企業の商品、証券の購入促進

資源循環
ネットワーク
の構築による
地域づくり

地域特性を活かした資源循環ネットワークの実現

Ⅰ.産学官民連携のネットワークの構築
◎　１　循環資源マッチングシステムの構築
Ⅱ．環境産業の集積・育成
◎　１　エコタウン事業の推進
　　２　既存施設の有効活用による再資源化
Ⅲ．地域特性を活かした資源循環の推進
◎　１　農林水産業の資源循環の推進
◎　２　なのはなエコプロジェクトの推進
　　３　千葉県内における各種リサイクルの推進

健全に循環
する自然環境
づくり

環境上の負の遺産の解消

Ⅰ.負の遺産の解消
◎　１　不法投棄現場などの原状回復
　　２　有害物質（ＰＣＢ等）の適正管理・処理
Ⅱ．負の遺産の発生予防
　　１　不法投棄の監視体制の構築（強化）
　　２　美化運動の推進
　　３　廃棄物等の適正処分の推進
　　　　①　廃棄物等の適正処分の確保
　　　　②　公共関与、ＰＦＩ等による廃棄物処理施設の整備

自然の浄化能力の維持・増進

Ⅰ.豊かな森林づくり
　　１　森林・緑地の適正管理・再生
◎　２　親しめる里山づくり（里山保全整備事業、ビオトープ）
Ⅱ．きれいな水づくり
　　１　河川・湖沼・海域などの水辺づくり
　　２　水の循環利用の推進（中水利用、雨水利用の推進等）
Ⅲ．きれいな空気づくり
　　１　大気環境への負荷軽減策の推進

資源循環型
社会の実現に
向けた人づくり

　　１　環境学習センターの設立と環境学習ソフトウェアの作成・提供
◎　２　資源循環に関する体験的な学習の促進　
　　３　資源循環型社会の実現に資するＮＰＯ・ＮＧＯ等の活動の促進
　　４　リサイクル運動や市民フォーラム等の開催

［注］◎　戦略プロジェクト



　４つの基本方向に沿って、県民、ＮＰＯ・ＮＧ

Ｏ、事業者、行政が具体的に推進すべき取組を体

系的に整理しました。これらの取組は、将来像を

実現するために、長期間にわたって総合的・体系

的に実施されるべきものであり、各主体の実状や

地域の特性等を考慮しながら、積極的な展開を求

めるものです。

（２）戦略プロジェクト

　行動指針に示した各取組のうち、「緊急性」、「千

葉県らしさ」などの観点から、重点的に取り組む

ことが必要な８つの事業を戦略プロジェクトとし

て位置付け、その具体化に向けて県として積極的

に取り組んでいきます。

ア　マイバッグの普及促進事業の実施　

イ　循環資源マッチングシステムの構築　

ウ　エコタウン事業の促進　

エ　農林水産業自然循環方式推進事業　

オ　なのはなエコプロジェクトの推進　

カ　環境上の「負の遺産」解消事業　

キ　ふるさとの里山保全整備事業　

ク　資源循環に関する体験的学習の促進

４．資源循環型社会の実現に向けた体制

　本計画の実効性を確保するため、ＰＤＣＡサイ

クルを活用して資源循環型社会づくりに向けた各

主体の取組を促進し、着実な計画推進を図ります。

　このため、県民、事業者、学職経験者、ＮＰＯ・

ＮＧＯ、行政等が参画する「千葉県資源循環型社会

づくり推進会議」を16年３月に設置したところです。

この会議を通して計画の進展状況の確認、問題点

及び課題の分析等を行い、計画の改善・見直しの

方向性等を明らかにすることとしており、この一

環として「千葉県資源循環型社会づくり推進レ

ポート」を公表したほか、「国際連合大学ゼロエ

ミッションフォーラム　in　千葉」や「千葉県環

境経営セミナー」の開催など、啓発活動にも取り

組んでいます。

第３節 ちば環境再生計画

１．計画の策定

　千葉県は、周囲を海と川に囲まれ、温暖な気候

と広い大地、豊かな自然の恵みを受けながら、県

民のたゆまぬ努力により、首都圏の一翼を担って

発展してきました。

　一方、大量生産、大量消費、大量廃棄の道を歩

んだ二十世紀後半における社会・経済活動により、

水や大気が汚染され、不法投棄された廃棄物など

で、ふるさとの貴重な自然が傷つけられ、県民の

健康や生活環境が脅かされるような状況にいたっ

ています。

　私たちは今、自らの手で千葉の貴重な自然を保

全するとともに傷ついた里山や水辺環境などを回

復させるなど、ふるさとの環境を再生させていく

必要があります。

　そこで、全ての県民がふるさと千葉の環境を守

り、より美しい自然を取り戻すという思いを一つ

にし、この郷土をかけがえのない財産として孫子

の代に引き継いでいくため、「ちば環境再生計画」

を14年２月に策定し、『とりもどそうふるさと

の自然を』をスローガンに、環境づくり日本一を

目指し各種活動を展開しています。

２．計画の概要

（１）計画の目的

　良好な自然環境の保全に努めるとともに、森と

海、河川、湖沼の自然を取り戻し、人と自然が共

生できる環境づくりや循環型社会づくりを進め、

「環境づくり日本一の千葉県」を目指します。
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（２）計画の期間

　14年から18年度までの５年間

（３）計画の位置付け

　ちば環境再生計画は、「健全で恵み豊かな環境

の保全と将来への継承」を基本目標に掲げる「千

葉県環境基本計画」を上位計画とし、この基本計

画に基づいて展開される「千葉県地球温暖化防止

計画」及び「資源循環型社会づくり計画」と連携

して、これらの計画をより実効あるものにするた

めに、具体的な事業の実施や支援のための体制整

備などを行う行動計画となっています。

（４）計画の推進

　本計画の推進のため、（財）千葉県環境財団に「ち

ば環境再生基金」を設置し、県民からの募金で活

動を展開しています。

（５）解消が求められている問題

①人手の入らない里山などの「自然荒廃」

　千葉県は、首都圏にあって、変化に富んだ海岸

線とみどり豊かな丘陵地帯など、豊かな自然が残

されています。しかし、市街化などにより森が減

少するとともに、人手の入らない里山が増加し、

生活排水の流入の多い都市河川の汚濁が目立って

います。

　このため、県では、自然環境の保全や汚染対策

を行ってきましたが、これと並行して荒廃してし

まった自然を回復するための取り組みを進めなけ

ればなりません。特に、森づくり、里山づくりな

どは各地で自主的なグループが活動を行っており、

これらの活動を支援していく必要があります。

②廃棄物の不法投棄など「負の遺産」

　私たちはこれまで大量生産、大量消費の社会に

よって経済的に豊かな生活を得ることができまし

た。しかし、こうしたライフスタイルは、大量の

廃棄物を生むことになり廃棄物の不法投棄や化学

物質による地下水汚染、土壌汚染などの問題が生

じています。

　県では、地域住民と行政が一体となった監視体

制で、廃棄物の不法投棄を早期に発見し、不法投

棄をした者に現状を回復させているところです。

　しかし、不法投棄のなかには、原因者を発見す

ることができないために早急な対応がとれず、

「負の遺産」ともいうべき状態になってしまって

いるものもあり、新たな取り組み体制が求められ

ています。

③化石燃料の大量消費による「地球の温暖化」と

大量廃棄による「廃棄物問題」

　我が国では、生産に使用される物質の約１割程

度しか再生された資源が使用されておらず、首都

圏の一翼を担う千葉県でも資源の有効利用を積極

的に進めていくことが求められています。

　このため、県民一人ひとりのライフスタイルの

変革と事業活動の見直しによる経済システムの変

革を進め、本県を資源循環型社会に転換していく

必要があります。

３．ちば環境再生基金の概要

（１）基金の運営

　基金を適正に運営し、基金による事業を公正か

つ適切に実施するために、学職経験者、ＮＰＯ、

地元経済界などで構成する「ちば環境再生推進委

員会」を財団に設置しました。

　この委員会は、委員会で選出された委員長が会

議を運営します。

　また、専門的な検討を行うために推進委員会の

中に４つの部会が設置され審査、検討を行ってい

ます。

（２）基金の造成

　県民一人ひとりが、ふるさと千葉の自然の保全

と再生への思いを「ちば環境再生基金」に託せる

ように、６００万県民が総ぐるみで行う募金活動

で基金を造成します。

　募金活動は、環境への関心を高めてもらう広報

啓発活動を行いながら実施し、17年3月31日現在

1,573件で、1,092,721,478円となっています。

（３）基金の事業内容

①ＮＰＯ環境活動への助成

　●公募による事業助成

　　　県民自らの手で貴重な自然を保全するとと

　　もに、ふるさと千葉の環境を再生する自発的・

　　継続的な活動を支援するため、10人以上のＮ
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　　ＰＯ団体などが県内で行う「自然環境の保全、

　　自然環境の再生、体験的環境学習、資源・リ

　　サイクル」の活動に対して公募により助成を

　　行っています。

　　（事業費の２分の１以内で、50万円を上限。）

　　　16年度は15年12月に公募し、15件の活動に

　　対して助成しました。（表2-1-1）。

　●民間助成制度とのタイアップ

　　　世界自然保護基金（ＷＷＦ）ジャパンが行

　　う助成事業の審査を通過した団体・個人等が

　　行う県内での活動に対して、基金による再審

　　査のうえ助成します。

　　　16年度は該当がありませんでした。

②市町村による戦略的自然再生事業への助成

　市町村が対象地域の位置付けや保全目標を明確

にして、地域の住民等との連携を図りながら計画

的に実施する自然環境等の保全・再生の事業への

助成を行います。

　17年度に市町村が実施する自然環境等の保全・

再生の事業への助成を募集し、３市が採択されま

した。（表2-1-2）。

③負の遺産対策助成事業

　廃棄物の不法投棄などの負の遺産対策について

は、原因者による撤去を原則としています。

　しかし、発生者が特定できない不法投棄や廃棄

物の処理及び清掃に関する法律の規制以前に処分

された廃棄物で、緊急に対策を実施しないと県民

の生活環境に影響を及ぼす恐れがあるものを対象

に、市町村などからの申請を受けて、基金より助

成します。

　16年度は、１件に対し助成を決定し事業を実施

しました。（表2-1-3）

④基金によるモデル事業

　資源循環型社会づくりのモデル事業として、県

民の自主的な参加による「なのはなエコプロジェ

クト」を実施しています。

　このプロジェクトは、休耕田などに植えた菜の

花などの資源作物から植物油を採り、その廃食油

を原料に石けんを作ったり、精製して大気への負

荷が少ないディーゼルエンジン用の燃料として再

利用します。

　16年度は、農業生産との調整を目的とした連絡

調整会議（４県民センター管内で実施）を経て、

６団体が参加しました。（表2-1-4）

　その結果、４団体、79アールで、総量約160キ

ロの菜種を収穫し、その後搾油や環境学習を行い

ました。

　また、梨の収穫減やコナガの発生等、懸念され

た農業生産への影響はありませんでした。

　また、菜種の栽培を行えない地域で、３団体が

昨年同様に油糧用のひまわりの試験栽培を行いま

した。
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事　　　業 団体名（所在地）

野菜いかだを用いた印旛沼エコロジー活動 NPO法人　印旛野菜いかだの会（佐倉市）

無農薬・有機栽培農業の体験学習 NPO法人　船橋レクリエーション協会（船橋市）

綺麗な海再生事業（内浦海岸再生事業） クリーンコースト　（綺麗な海）（天津小湊町）

印旛沼をきれいにする活動 環境パートナーシップちば（千葉市）

使用済み割り箸リサイクルプロジェクト NPO法人　ちば環境情報センター（千葉市）

千葉県房総半島におけるシャープゲンゴロウモ
ドキの生息する里山ー水辺環境の保全

千葉シャープゲンゴロウモドキ保全研究会（横浜市）

里山を生かしたまちづくりモデル事業 NPO法人　しろい環境塾（白井市）

新坂川の水質浄化・環境保全啓発事業 新坂川をきれいにする会（松戸市）

六間川の水質浄化・環境保全事業 松戸に愛をさわやかグループ（松戸市）

坂川の水質浄化啓発・環境保全事業 坂川に清流を取り戻す会（松戸市）

新坂川周辺環境保全事業 西馬橋環境を守る会（松戸市）

六間川の水質浄化・環境保全事業 六間川をきれいにする会（松戸市）

国分川の水質浄化と環境保全事業 河南環境美化の会（松戸市）

松戸市内河川の水質浄化啓発・江戸川の環境学習事業 川いい会（松戸市）

北千葉導水路環境保全事業 坂川を愛する会（松戸市）

事　　業　　名 申請者

谷津田いきものの里整備事業 千　葉　市

谷津ミュージアム整備事業 我 孫 子 市

水と緑の里整備事業 袖 ヶ 浦 市

16年度助成事業 概　　　要

養老川市原市妙香地区の
水質保全対策事業
（申請者　千葉県）

　市原市妙香地区に埋立処分されている廃棄物から有害物質・環境ホルモン
等が検出され、将来、周辺環境に影響を及ぼす恐れがある。
　この廃棄物の処分が廃棄物処理法による規制以前に行われたことから、
法的に責任のあるものがいないために対策が行われる。

廃棄物処理法の規制前に処分された廃棄物対策

栽培地 実施団体名等

八　街　市 エコ・やちまた

栽培地

21a

大　原　町 菜の花エコ・大原 24a

鴨　川　市 江見なのはなエコプロジェクト 26a

君　津　市 NPO法人 太陽国際村 20a

富　津　市 望みの門学園  4ａ

富　津　市 なのはなエコプロジェクトあまは 25a

　 　　　　　　　　　計 120a

表2-1-1　平成16年度ＮＰＯ環境活動への助成事業（15事業）

表2-1-2　平成17年度市町村による戦略的自然再生事業として採択された事業

表2-1-3　平成16年度　負の遺産対策事業実施状況

表2-1-4　平成16年度なのはなエコプロジェクト参加団体（6団体　1.20ha）



第４節「バイオマス立県ちば」推進

　14年10月に「資源循環型社会づくり計画」を策

定し、この中で再生可能なバイオマス（化石資源

を除く生物由来の有機性資源）の利用を進めるこ

ととしています。この計画のバイオマス利用を特

化するものとして「バイオマス立県ちば」を目指

し、その施策の方向性や推進の方策を明らかにし

た推進方針を15年5月に策定しました。

１．施策の方向性

　　「バイオマス立県ちば」の実現にあたっては、

本県の持つ高いポテンシャル（農林水産業の生産

力、製造業の技術やインフラ、商業・流通業の集

積、学術研究機関の研究成果など）を活用します。

具体的には、市町村等と協議しつつ、地域特性を

生かした以下の４種類のバイオマスタウンの中核

となる施設を2010年までに10箇所程度構築するこ

とを目指しています。

（１）ハイテク・バイオマスタウン

　臨海工業地帯における新技術などを活用し、バ

イオマスを原料とする工業製品等の製造、ガス化

発電等を推進します。また、高効率変換技術の試

験・研究などを支援します。

（２）アグリ・バイオマスタウン

　食品残さなどを、堆肥化、飼料化、炭化し有効

利用します。また、農林水産業と連携した、メタ

ン発酵によるエネルギー利用、ガス化エネルギー

変換等を推進します。

（３）ウッド・バイオマスタウン

　製材端材などを家畜敷料、堆肥として利用する

ほか、熱利用、ガス化・液化、新建材等に利用し、

産業部門での需要開拓、製品の多様化や高付加価

値化を促進します。

（４）フラワー・バイオマスタウン

　　「循環型社会づくり」のシンボル的なモデル事

業として実施している「なのはなエコプロジェク

ト」を推進し、菜の花の蜜源としての利用、バイ

オディーゼル燃料の製造の促進など観光業との連

携を図ります。

２．推進方策

（１）事業者支援

　国庫補助事業等の積極的導入などの事業助成と、

バイオマス関連情報の提供などによる活動支援を

行います。

（２）国との連携

　国との情報交換や協力関係を強化するほか、バ

イオマスタウンの実現に資する制度の検討や補助

制度の改正等も含め必要な働きかけを行います。

（３）推進体制の整備

　ア　アドバイザリー委員会

　　・有職者などで構成し、県の推進方策に対す

　　　る助言や提案募集に応募された技術の評価

　　　などを行います。

　イ　庁内バイオマス連絡会議

　　・関係部局間の連絡調整、市町村との連携、

　　　提案募集に関する課題整理などを行います。

（４）普及啓発

　県民向けに、シンポジウムなどの普及・啓発活

動を行います。

第５節 千葉県西・中央地域エコタウンプラン

　廃棄物をゼロにすることを目指すいわゆる「ゼ

ロエミッション構想」を推進するため、本県の西・

中央地域（主として環境基本法第17条に基づく「千

葉地域公害防止計画」策定地域）をモデル地区と

し、民間の技術力及び資本力を活用した再資源化

施設を、地区内に整備することにより、新技術に

よるリサイクルシステムを実現したまちづくりを

目指す「千葉県西・中央地域＊エコタウンプラン」

を11年１月に策定し、国（経済産業省及び環境省）

の承認を受けました。

　本プランでは、従来埋立処分されていた都市

ごみ焼却灰を主原料としてセメントを製造する

「＊エコセメント製造施設（市原エコセメント（株））」

や一般廃棄物を溶融し、生成されるスラグ等の再

利用により最終処分量の削減にも寄与する「直接

溶融施設（（株）かずさグリーンシステム）」の２施
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設を中核施設として位置付け、その事業推進を県

としても支援してきたところであり、エコセメン

ト製造施設は13年４月に、直接溶融施設は14年４

月にそれぞれ稼動を開始しています。

 　14年９月に千葉市の「蘇我エコロジーパーク整

備事業（メタン発酵ガス化施設）」を、15年11月に

「廃木材・廃プラスチックリサイクル施設」を、

16年10月に「塩ビ系廃棄物リサイクル施設」「高純

度メタル・プラスチック・リサイクル施設」「貝殻

リサイクル施設」を、17年８月に「建設系複合資

材廃棄物リサイクル施設」をエコタウン事業とし

て位置付け、国の変更承認を受けました。

　今後とも、エコタウンプランを活用して、産業

廃棄物の処理も含めた環境産業の集積・育成の促

進を図ることにより、リサイクル拠点の整備を

行っていきます。

第６節 環境マネジメントシステム

１．環境マネジメントシステムの構築について

　近年、地球規模の環境問題や都市・生活型の環

境問題への対応が大きな課題となっている中で、

県民や事業者が環境に配慮した行動を実践し、現

在の大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済

システムを環境負荷の少ない循環型社会へ変革し

ていくことが必要とされています。

　そこで、県民や事業者に環境に配慮した自主

的な取り組みを促す立場として、自ら率先して

＊ＩＳＯ14001を適用した環境マネジメントシステ

ムを構築し、13年４月からその運用を開始し、環

境保全対策の計画的かつ総合的な推進及び日常活

動や事業活動に伴う環境負荷のより一層の低減に

努めています。なお、14年２月には、知事部局の

本庁を登録範囲にＩＳＯ14001の認証を取得し、17

年２月に更新されたところです。

２．環境マネジメントシステムの概要

（１）策定

　13年３月、「千葉県地球環境問題連絡会議（副

知事を会長に、各部長で構成）」で審議を行い、

知事により決定しました。

（２）適用範囲

　このシステムは、県の全ての機関（本庁及び出

先機関）が行う事務・事業を対象としています。

（３）環境方針

　県の事務・事業活動に伴う環境負荷を低減して

環境保全を図るため、「千葉県環境基本条例」や「千

葉県環境基本計画」の基本的考え方等を踏まえ環

境方針を定め、文書化して全職員へ周知するとと

もに、広く一般に公表しています。環境マネジメ

ントシステムの基本的な方針として、　

　・環境保全施策の計画的・総合的な推進

　・日常活動における環境負荷の一層の低減

　・事業活動における環境影響の一層の低減　等

を掲げています。

（４）環境目的

　環境マネジメントシステムの基本的な方針とし

て、日常活動や事業活動における環境負荷の一層

の低減等を掲げ、環境方針を実現するため「電気

等のエネルギーの削減」や「紙類の使用量の削減」、

「廃棄物の削減」等第29項目を設定しています。

（５）目標の設定

　環境目的の具体的な達成度を評価するための指

標である目標として、73項目を設定しています。

主な目標は次のとおりです。

ア　日常活動における環境負荷の一層の低減

　・単位面積当たりの電気の使用量を11年度に比

　　べて、17年度までに５％削減する。

　・コピー用紙及び外部に発注する印刷物の紙使

　　用量を前年度に比べて、削減する。

　・コピー用紙及びパンフレットなどの印刷物の

　　再生紙利用率を17年度までに100％とする。

　・本庁舎における一般廃棄物の発生量を11年度

　　に比べて17年度までに5％削減する。　

イ　事業活動における環境影響の一層の低減

　・県公共事業のアスファルト・コンクリート魂

　　の再資源化率100％を維持する。

　・県公共事業の建設発生土の有効利用率を17年

　　度までに80％以上とする。

　・上水道施設から発生する汚泥のリサイクル率
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　　を17年度までに98%以上とする。

　・下水道処理施設から発生する汚泥のリサイク

　　ル・減量化率を80％以上とする。

　・延床面積が一万㎡以上の大規模施設を管理運

　　営委託する場合には、「環境に配慮した管理

　　運営計画」を委託者に提出させる。

（６）実施体制の確立

　本システムの着実な運営を図るため、環境管理

責任者（環境生活部長）、 環境活動責任者（各部

局庁の長）、 環境活動推進員（全所属長）を設け

ました。

（７）研修の実施

　環境目的及び目標を実現するためには、職員一

人ひとりの自覚と日常的な努力が特に重要なこと

から、各部局庁に環境研修責任者を、また全所属

に環境研修推進員を置き、各所属において一般職

員研修等を実施しました。

（８）環境監査と知事による見直し

　環境監査員（県職員）による環境監査を実施し

て、各部局庁の運用実績を評価するとともに、知

事による見直しを行い、システムの継続的な改善

を図ります。

（９）運用実績の公表

　運用実績は、毎年度、インターネットなどを通

じて広く一般に公表します。

３．ＩＳＯ14001をめぐる動き

　環境マネジメントシステムの国際的な標準規格

であるＩＳＯ14001は平成８年に規格が発行され

て以来、我が国の認証取得件数は着実に増加して

おり、17年９月末現在で、19,054件となっていま

す。また、県内の認証取得件数は、17年９月末現

在で、403件あり、全国第11位となっています。

　これを業種別に見ると、電気機械や化学工業等

の製造業から、近年は、サービス業や自治体へと

広がりを見せています。

　県内の自治体では、10年１月に白井市が自治体

として全国で最初に認証取得して以来、県環境研

究所（現：環境研究センター）や東金市、市川市

クリーンセンター、船橋市北部清掃工場・南部清掃

工場、市原市福増クリーンセンター、東金市外三町

清掃組合環境クリーンセンター、柏市、佐倉市、千

葉市、浦安市、市川市、山部郡市広域行政組合環境

アクアプラント、松尾町、君津市が認証を取得し

ています。
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環境マネジメントシステムの体系を次のように定め、〔環境方針〕から始まる〔計画〕－〔実施
及び運用〕―〔点検及び是正措置〕－〔知事による見直し〕による継続的な改善を目指す。

千葉県環境憲章

千葉県環境基本条例
千葉県環境基本計画

４.６ 知事による見直し

４.５ 点検及び是正措置
４.５.１ 監視及び測定
４.５.２ 遵守の評価
４.５.３ 不適合並びに是正及び予防処置
４.５.４ 記録管理
４.５.５ 内部監査

４.２ 環境方針

４.３ 計画
４.３.１ 環境側面
４.３.２ 法的及びその他
　　　　 要求事項
４.３.３ 目的、目標
　　　　 及びプログラム

環境マネジメントシステム

４.４ 実施及び運用
４.４.１ 資源、役割、責任及び権限
４.４.２ 能力、教育・訓練及び認識
４.４.３ コミュニケーション
４.４.４ 環境マネジメントシステム文書
４.４.５ 文書管理
４.４.６ 運用管理
４.４.７ 緊急事態への準備及び対応

総
合
対
策



１　基本理念

　私たちの生活は急速な経済発展に伴い、より

便利で快適なものになりました。その代償とし

て、生態系への影響をはじめ、自動車による大

気汚染、生活排水や廃棄物等生活に起因する都

市・生活型の環境問題から地球の温暖化、オゾ

ン層の破壊などの地球的なものまで様々な環境

問題を引き起こすこととなりました。

　21世紀は環境の世紀といわれ、環境への過大

な負荷を後世に残さない社会を構築し、豊かな

自然を将来の世代に引き継ぐとともに、美しく

潤いのあるふるさとの調和のある発展を図るこ

とが急務となっています。また、将来にわたる

持続的発展を可能にするためには、日常生活、

産業活動、社会基盤整備などあらゆる面におい

て環境に配慮し、環境への負荷の少ない循環型

社会づくりを進めることが重要になっています。

　そこで千葉県は、県政運営に当たって「環境

優先」を理念とし、環境の保全、再生及び創造

をすべての施策の基本とします。また、県民や

事業者へ環境に配慮した自主的な取り組みを促

す立場として、自ら率先してＩＳＯ14001を適

用した環境マネジメントシステムを構築し、環

境保全施策の計画的かつ総合的な推進や事務・事

業に伴う環境負荷のより一層の低減に努めます。

２　基本方針

（１）循環社会の構築、自然との共生、地球環

　境保全への貢献及び共に実践する環境保全活

　動の促進に向け各種施策を計画的かつ総合的

　に進めます。

（２）オフィス活動において、省エネ・省資源

　の推進、廃棄物の削減・リサイクルの徹底に

　取り組み、環境負荷のより一層の低減に努め

　ます。

（３）公共事業などの事業活動に伴う環境への

　影響について環境目的・目標を定め、環境負

　荷を低減させるための取り組みを進めます。

（４）環境関連の法令や条例等を尊守し、環境

　汚染の未然防止に努めます。

（５）全ての職員に環境に配慮した行動が定着

　することを目指し、環境に対する意識の一層

　の向上を図ります。

（６）環境マネジメントシステムを定期的に見

　直し、継続的な改善に努めるとともに、環境

　方針及び運用実績は広く一般に公表します。

　

平成14年１月23日

　　　　　　　　千葉県知事　堂　本　暁　子
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環境目的及び目標登録表

制　　定　　平成13年3月26日
最終改定　　平成17年3月28日

○ 環境保全施策の計画的・総合的な推進

環境方針 目　　的 目　　　　　標 現　況

Ⅰ　循環社会の構築 １　健全な自然の物
　質循環の確保

○大気中の二酸化硫黄の環境基準の達成率100
　％を維持します。

100％
（H14年度）

○大気中の二酸化窒素の環境基準の達成率を向
　上させます。

98％
（H14年度）

○大気中の浮遊粒子状物質の環境基準の達成率
　を向上させます。

48％
（H14年度）

○低公害車の普及台数を増加させます。 4,155台
（H14年度末）

○大気中の有害大気汚染物質（ベンゼン、トリ
　クロロエチレン、テトラクロロエチレン）の
　環境基準達成率を平成17年度までに100％と
　します。

ベンゼン79％
トリクロロエチレン

100％
テトラクロロエチレン

100％
（H14年度）

○道路に面した地域の騒音の環境基準達成率を
　向上させます。

73.5％
（面的評価）
（H14年度）

○水質のBOD（生物化学的酸素要求量）/COD（化
　学的酸素要求量）の環境基準達成率を平成17
　年度までに55％に向上させます。

52.9％
（H14年度）

○東京湾のCODの環境基準達成率を平成17年度
　までに60％に向上させます。

54.5％
（H14年度）

○印旛沼のCOD値を減少させます。 9.1mg/
（年平均値）
（H14年度）

２　環境に配慮した社
　会システムの構築

○手賀沼のCOD値を減少させます。 8.2mg/
（年平均値）
（H14年度）

○ダイオキシン類の土壌の環境基準の達成率
　100％を維持します。

100％
（H14年度）

○年間２cm以上の地盤沈下を平成17年度までに
　なくします。

456.2
（H14年度）

Ⅱ　自然との共生

○１人１日当たりのごみ排出量を平成17年度ま
　でに950gに減少させます。

1,060ｇ
（H13年度）

○一般廃棄物のリサイクル率を平成17年度まで
　に30％に向上させます。

21.3％
（H13年度）

○ごみの減量・減容処理率を平成17年度までに
　90.7％に向上させます。

88.1％
（H13年度）

○産業廃棄物の最終処分量を平成17年度までに
　78万トンに削減させます。

108万ｔ
（H13年度）

○産業廃棄物の再資源化率を向上させます。 52.9％
（H13年度）

１　地域の特性に応
　じた豊かな自然環境
　の保全

○自然環境保全地域等の面積を拡大させます。 1,944ha
（H14年度末）

○鳥獣保護区設定面積を拡大させます。 42,101ha
（H14年度末）

２　自然を身近に感
　じられる快適環境の
　形成

○みどりとのふれあい空間の面積（都市公園、
　県民の森、都市近郊緑地等）を拡大します。

9,727ha
（H14年度末）

○多自然型川づくりを推進し、多自然型護岸を
　平成17年度までに40.6km整備します。

27.0km
（H14年度末）

○海辺に親しめる海岸づくりを推進し、緩傾斜
　護岸等を平成17年度までに7.8km整備します。

5.4km
（H14年度末）

３　人と自然とのふれ
　あいの確保

○自然公園ビジターセンターなどの利用者数を
　平成17年度までに年間208千人に増加させま
　す。

146千人
（H14年度）

94万人
（H14年度）

○県民の森の利用者数を増加させます。

281km
（H14年度末）

○自然遊歩道の整備延長を平成17年度までに
301kmにします。
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目　　　　　標 現　況

○本庁及び出先機関における単位面積当たりの
　電気の使用量を平成11年度に比べて、平成17
　年度までに５％削減します。
　　ただし、県立病院、水道局の浄・給水場及び
　企業庁の取・浄・給水場を除きます。

本　庁 26,535千kwh
118kwh/㎡

出先機関　　　　
118,654千kwh
42kwh/㎡
（H11年度）

環境方針 目　　的

１　電気の使用量の
　削減

Ⅰ　エネルギーの削
　減

○県内の温室効果ガスの総排出量を平成２年度
　に比べて平成22年度までに6％削減させます。

21.194千ｔ
(炭素換算）
（H２年度）

１　地球環境問題へ
　の貢献

Ⅲ　地球環境保全へ
　の貢献

○環境学習への参加者数を毎年度16千人以上に
　します。

15,115人
（H14年度）

１　環境学習の推進Ⅳ　共に実践する環
　境保全活動の促進

○環境学習指導者養成講座の修了者を平成17年
　度までに1,000人に増加させます。

934人
（H14年度末）

○環境学習拠点（環境研究センター環境学習施
　設、手賀沼親水広場、いすみ環境と文化のさ
　と、飯岡刑部岬展望館、行徳野鳥観察舎）の
　利用者数を増加させます。

259,702人
（H14年度）

２　環境に配慮した　
　自主的行動の促進

○環境保全を活動目的とするNPOを増加させま
　す。

277団体
（H14年度末）

○みどりのボランティアの登録者数を増加させ
　ます。

647人
（H14年度末）

○県内のISO14001認証件数を平成17年度までに
　350件に増加させます。

279件
（H14年度末）

○ 日常活動における環境負荷の一層の低減

○県立病院（７病院）における電気の使用量を
　医療の質に配慮しながら、平成11年度に比べ
　て増加させないように努めます。

31,211千kwh
（H11年度）

○水道局浄・給水場における配水量千当たり
　の電気の使用量を平成11年度に比べて、安定
　給水を確保しつつ削減に努めます。

158,607千kwh
490kwh/千
（H11年度）

○企業庁の取・浄・給水場における配水量千
当たりの電気の使用量を平成11年度に比べ
　て、給水義務を確保しつつ削減に努めます。

46,694千kwh
167kwh/千
（H11年度）

２　都市ガスの使用
　量の削減

○本庁及び出先機関における都市ガスの使用量
　を平成11年度に比べて、平成17年度までに５
　％削減します。
　　ただし、水道局の浄・給水場を除きます。

本　　庁 　953千
出先機関 6,540千

（H11年度）

○水道局の浄・給水場における配水量千当
　たりの都市ガスの使用量を平成11年度に比べ
　て、安定給水を確保しつつ増加させないよう
　に努めます。

1,746千
5.4/千
（H11年度）

３　ガソリンの使用
　量の削減

○本庁及び出先機関におけるガソリンの使用量
　を平成12年度に比べて、平成18年度までに７
　％削減します。
　ただし、警察業務に使用する車両を除きます。

本　　庁　 　170
出先機関　 1,064

(H12年度)

○本庁及び出先機関における重油の使用量を平
　成13年度に比べて、増加させないように努め
　ます。
　ただし、船舶用の重油を除きます。

本　　庁　 　 60
出先機関　 2,232

(H13年度)

４　重油の使用量の
　削減

○船舶用の重油の使用量を平成11年度に比べ
 て、増加させないように努めます。

出先機関　 2,302
(H11年度)

５　軽油の使用量の
削減

○車両及び船舶用の軽油の使用量を平成12年度
　に比べて、平成18年度までに７％削減します。
　ただし、警察業務に使用するものを除きます。

本　　庁　　　47
出先機関　　 545

（H12年度）

６　灯油の使用量の
　削減

○出先機関における灯油の使用量を平成11年度
　に比べて、平成17年度までに５％削減します。
　ただし、水道局の浄・給水場、企業庁の浄水
　場及び警察業務に使用するものを除きます。

出先機関 　2,651
（H11年度）

○水道局の浄・給水場における配水量千当た
　りの灯油の使用量を平成11年度に比べて、安
　定給水を確保しつつ増加させないように努め
　ます。

999
3.1/千
(H11年度)

○企業庁の浄水場における配水量千当たりの
　灯油の使用量を平成11年度に比べて、増加さ
　せないように努めます。

422
1.5/千
(H11年度)
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○コピー用紙及び外部に発注する印刷物の紙使
　用量を前年度に比べて削減します。

(A4換算)　　　　
本庁　 403,128千枚
出先機関　　　　

210,687千枚
（H14年度）

１　紙使用量の削減Ⅱ　省資源の推進

目　　　　　標 現　況

○県が発注する全ての工事について、「環境に
　配慮した工事実施計画」を請負業者に提出さ
　せます。

99.5％
（提出させた件数割合）

（Ｈ14年度）

環境方針 目　　的

○ 事業活動における環境影響の一層の低減

○本庁及び出先機関における事務用品の環境配
　慮物品の調達率を平成17年度までに100％と
　します。
　ただし、環境配慮物品が製造されていない事
　務用品を除きます。

本　　庁　　82.0％
出先機関　　72.5％
（環境配慮物品調
達方針で数値目標
を定めた品目の調
達率の平均）　 　

（H14年度）

２　環境配慮物品調
　達の推進

○本庁及び出先機関におけるコピー用紙の再生
　紙（古紙配合率100％）の利用率を平成17年
　度までに100％とします。

本　　庁　　98.8％
出先機関　　97.9％

（H14年度）

○本庁及び出先機関における外部に発注する印
　刷物の再生紙（古紙配合率70％以上）の利用
　率を平成17年度までに100％とします。

本　　庁　　98.6％
出先機関　　86.5％

（H14年度）

○公用車の導入総数に占める低公害車（千葉県
　環境保全条例第56条及び千葉県環境保全条例
　施行規則第28条で規定される低公害車）の導
　入割合を100％とします。
　ただし、特殊車両等規定する低公害車がない
　ものを除きます。

100％
（低公害車のないも
のを除く）　　　　

（Ｈ14年度）

３　水使用量の削減 ○本庁及び出先機関における水の使用量を平成
　11年度に比べて、５％以上削減します。

本庁　 　251,429
出先機関　　　  

2,705,223
（H11年度）

Ⅲ　廃棄物の削減・再
  資源化

１　廃棄物の削減 ○本庁舎（県庁本庁舎、中庁舎、南庁舎、議会
　棟、警察本部庁舎、亥鼻別館）における一般
　廃棄物の発生量を平成11年度に比べて、平成
　17年度までに５％削減します。

920,869kg
（H11年度）

○本庁舎における一般廃棄物のリサイクル率を
　向上させます。

62.3％
（Ｈ14年度）

○本庁舎以外における一般廃棄物の発生量を平
　成13年度に比べて、平成17年度までに５％削
　減します。

7,378,364kg
（Ｈ13年度）

２　医療系廃棄物の
　適正な処理

○医療系廃棄物について、引き続き適正な処理
　を図ります。

　

１　環境に配慮した
　工事の実施

Ⅰ　公共事業におけ
　る環境影響の低減

○アスファルト・コンクリート塊の再資源化率
　100％を維持します。

100％
（Ｈ12年度推計）

２　建設副産物のリ
　サイクルの推進

○コンクリート塊の再資源化率100％を維持し
　ます。

100％
（Ｈ12年度推計）

○建設発生木材の再資源化・縮減率を90％以上
　とします。

100％
（Ｈ12年度推計）

○建設汚泥の再資源化・縮減率を60％以上とし
　ます。

79.2％
（Ｈ12年度推計）

○建設混合廃棄物の排出量を平成12年度に比べ
　て、平成17年度までに25％に削減します。

７千t
（Ｈ12年度推計）

○建設発生土の有効利用率を平成17年度までに
　80％以上とします。

80.4％
（Ｈ14年度）

３　環境に配慮した
　資材の使用

○溶融スラグの利用の推進を図ります。 156ｔ
（Ｈ14年度）

○熱帯木材型枠の全型枠に占める割合の削減を
　図ります。（土木工事を除く）

2.0％
（Ｈ14年度）

○間伐材の利用の推進を図ります。 1,590
（H14年度）

４　大気汚染の軽減 ○建設機械の排気ガスによる大気汚染の軽減を
　図ります。

99.2％
（対策を実施した件
数割合） 　　　　

（H14年度）
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○建設機械の騒音・振動の軽減を図ります。 98.9％
（対策を実施した件
数割合）　　　　 

（H14年度）

５　騒音・振動の軽減　

Ⅱ　上・下水道の維持
　管理における環境影
　響の低減

○自然公園特別地域において、１ha以上（道路
　は延長２km若しくは幅員10m以上）の開発工
　事を行う場合は、事前に環境調査を行います。

該当公共工事　　
４件

（Ｈ14年度）

６　自然の景観及び
　生態系の維持保全

○上水道施設から発生する汚泥のリサイクル率
　を平成17年度までに98％以上とします。

97.6％
（H14年度）

１　上水道施設から
　発生する汚泥のリサ
　イクルの推進

○下水道施設から発生する汚泥のリサイクル・
　減量化率を80％以上とします。

82.2％
（H14年度）

２　下水道処理施設
　から発生する汚泥の
　リサイクルの推進

○工業用水施設から発生する汚泥のリサイクル
　率を80％以上とします。

83.8％
（H14年度）

３　工業用水施設か
　ら発生する汚泥のリ
　サイクルの推進

Ⅲ　大規模施設の管
　理運営における環境
　影響の低減

○延床面積が１万以上の大規模施設を管理運
　営委託する場合は、「環境に配慮した管理運
　営計画」を受託者に提出させます。

対象施設　　
・文化会館
・幕張メッセ国際展
　示場
・かずさアカデミア
　ホール
・さわやかちば県民
　プラザ
・県立美術館
・国際総合水泳場

１　環境に配慮した
　大規模施設の管理運
　営
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知　　　事

副　　知　　事
地球環境問題連絡会議
（会長：副知事）
（構成：環境活動責任者）
環境マネジメントシステム
部会

環 境 監 査 員

環境管理責任者
（環境生活部長）

環 境 活 動 責 任 者

（各部長、水道局長、企業庁長、病院局長、県議会事務局長、教育長、
警察本部長、監査委員事務局長、人事委員会事務局長、
労働委員会事務局長）

環 境 活 動 推 進 委 員（各所属長）

環 境 研 修 責 任 者
（主管課副課長）

環 境 研 修 推 進 員
（各所属長の指名する者）

知事部局の本庁及び出先機関、出納局、水道局の本局及び出先機関、企業庁の本庁及び
出先機関、病院局の本局及び出先機関、議会事務局、教育庁の本庁及び出先機関、警
察本部及び警察署、各行政委員会事務局

総
合
対
策

環境マネジメントシステムを推進するための組織の体制



第７節 エコテク・サポート制度

             ～環境新技術推進制度～

１．エコテク・サポート制度

　本県の多様化する環境問題に対応し、本県に適

した環境改善対策について、民間の技術を広く活

用して環境問題に積極的に取り組むこととして９

年11月に環境新技術推進制度を創設しました。

２．制度の内容

（１）趣旨

　本県の地域環境の改善と保全及び地球環境問題

の解決に寄与するため、県の施策の方向に沿う民

間の実用化の見込みの高い技術等を対象とした共

同研究等を進め、その推進を図るものです。

（２）対象技術（環境新技術）

　公害防止技術、自然環境の維持回復、地球環境

問題に関連する技術であって、実用化の見込みが

高いもの、環境負荷が少ないもの、費用対効果が

妥当なものであり、県の施策に合致し、本県に適

応可能な技術を対象としています。

（３）対象者

　民間の事業者（原則として個人は除く。）で

あって、事業遂行に必要な技術面、資金面での能

力を有するものを対象としています。

（４）推進方法

　県は、必要に応じて共同研究の及び公開試験の

機会の提供を行います。

３．制度の適用実績

　共同研究については、17年11月までに、廃棄物

の処理システムの構築に関する研究３件、都市排

水路等の水質浄化施設の開発に関する研究１件、

窒素酸化物対策用光触媒塗料の開発に関する研究

１件及び竹炭を利用した土壌浄化システムに関す

る研究１件の申し出があり、技術開発のための研

究が実施されました。

　公開試験については、道路沿道の大気浄化技術

及び手賀沼の水質浄化技術に関する２課題の公募

を行い、道路沿道の大気浄化の課題は、二酸化チ

タン等の光触媒を用いた窒素酸化物の除去のため

の６技術、手賀沼の水質改善に関する課題では21

技術について、現地において公開試験が実施され

ました。

４．環境関連産業振興事業

　今日の環境問題の克服のためには、環境への負

担の少ない持続可能な経済社会を構築する必要が

あります。その中で、環境関連産業は、21世紀に

おいて大きな成長が見込まれる新規成長分野で、

特に雇用面や市場面での著しい成長が期待される

産業です。

　そこで、本県でも、環境関連産業における新事

業創出の促進を図るため、東京大学・千葉大学等

の県内理工系大学、企業、産業支援技術研究所・

環境研究センター等の公設試験研究機関等が参加

する産学官連携の「千葉県環境新技術開発事業化

研究会」を開催しています。

　研究会では、情報提供や意見交換に加えて、環

境ビジネスと関係者との交流を図るシンポジウム

の開催や、バイオマス、リサイクル、水・大気の

分科会、リサイクル施設見学会等の活動を行い、

環境関連分野に取り組む企業を支援しています。

第８節 公害防止計画

１．千葉地域公害防止計画の策定

（１）策定の経緯

　公害防止計画は、現に公害が著しい地域又は今

後人口や産業の急速な集中などにより公害が著し

くなるおそれのある地域を対象に、公害の防止に

関する諸施策を総合的・計画的に講ずることによ

り公害の防止を図ることを目的として、環境基本

法第17条の規定に基づき都道府県知事が策定し環

境大臣の同意を得る計画です。

　この制度は昭和45年度にスタートし、17年３月

末現在27都道府県33地域で計画を策定しています。

　本県では、昭和45年度に千葉・市原地域、47年
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度に江戸川流域地域の公害防止計画を策定し、そ

の後、49年度に両計画を統合して計画地域を15

市町に拡大した千葉臨海地域公害防止計画を策定

し、54年度からさらに期間を5年間延長しました。

59年度には、臨海地域に隣接している印旛沼、手

賀沼の水質悪化が著しく、浄化が必要であること

などから、15市町から26市町村へと大幅に地域拡

大し、元年度には本計画の名称を「千葉地域公害

防止計画」と変更し、計画地域を旧計画地域の26

市町村に関宿町を加え27市町村として、地域を拡

大し、13年度まで実施してきました。

 14年6月28日に環境大臣から、22市（前計画から

酒々井町、印旛村及び本埜村を除外、計画策定後、

野田市と関宿町、柏市と沼南町が合併）の地域を

対象とした新たな公害防止計画の策定指示があり、

これを受け、県では関係市町と協力して18年度末

を期限とする新計画を策定し、15年2月に環境大

臣の同意を得ました。

（２）計画の概要

ア　計画期間

　　14年度から18年度までの５年間

イ　計画策定地域

　　千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、

　野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市

　原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、

　君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、

　印西市及び白井市の区域（合計22市）

ウ　計画の目標

　　計画の目標は表2-1-6のとおりであり、目標

　が全体として、18年度末を目途に維持達成され

　るよう努めます。

エ　計画の主要課題

　（ア）自動車交通公害

　　　大気汚染及び騒音の著しい沿道における自

　　動車交通公害の防止を図ります。

　（イ）河川の水質汚濁　

　　　水質汚濁の著しい河川のＢＯＤに係る水質

　　汚濁の防止を図ります。

　（ウ）印旛沼・手賀沼の水質汚濁

　　　印旛沼・手賀沼のＣＯＤに係る水質汚濁並

　びに窒素及び燐による富栄養化の防止を図りま

　す。

（エ）東京湾の水質汚濁

　　東京湾のＣＯＤに係る水質汚濁ならびに窒素

　及び燐による富栄養化の防止を図ります。

（オ）地下水汚染

　　トリクロロエチレン等による地下水汚染の防

　止を図ります。

オ　公害防止計画事業の進捗状況

　　計画における計画事業費の総額は約5,161億

　円です。その内訳は、地方公共団体が実施する

　事業に要する経費が約4,079億円、事業者が行

　う事業に要する経費が約1,082億円です。

　（ア）地方公共団体等が行う事業

　　　計画において県及び市町村が主体となって

　　講ずることとした主な公害対策事業は表

　　2-1-7のとおりです。

　　　なお、事業別の計画事業費は表2-1-8のと

　　おりです。

　（イ）事業者の行う事業

　　　計画において、事業者が行う大気、水質及

　　び騒音等関係公害防止施設に係る計画事業費

　　は表2-1-9のとおりです。
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表2-1-6　計画の目標

区　　分 項　　　　目 目　　　　　　　　　　標

１　大気汚染

浮遊粒子状物質
光化学オキシダント

「大気の汚染に係る環境基準について」
（昭和 48 年５月８日環境庁告示第 25 号）第１に定める環境基準
・浮遊粒子状物質
　１時間値の１日平均値が　0.10mg/以下であり、かつ、１時間値が
　0.20mg/以下であること。
・光化学オキシダント
１時間値が　0.06ppm 以下であること。

二酸化窒素
「二酸化窒素に係る環境基準について」
（昭和 53 年７月 11 日環境庁告示第 38 号）第１に定める環境基準及び第２
の２　１時間値の１日平均値が　0.04ppm から　0.06ppm までのゾーン内又は
それ以下であること。

ベンゼン 「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」
（平成９年２月４日環境庁告示第４号）第１に定める環境基準
１年平均値が　0.003 mg/以下であること。

ア
公
共
用
水
域

①
　
健
　
康
　
項
　
目

イ
地
下
水

２
　
水
　
質
　
汚
　
濁

ダイオキシン類 「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を
含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準について」
（平成 11 年 12 月 27 日環境庁告示第 68 号）第１の１に定める基準値
水質（水底の底質を除く。）
１年平均値が１pg-TEQ 以下であること。
水底の底質 150pg-TEQ/g 以下であること。

六価クロム
四塩化炭素
シス-1,2- ジクロロエチレン
1,1- ジクロロエチレン
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン

「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」
（平成９年３月 13 日環境庁告示第 10 号）第１に定める基準値
・六価クロム　0.05mg/以下
・四塩化炭素　0.002 mg/以下
・シス－１，２－ジクロロエチレン　0.04mg/以下
・１，１－ジクロロエチレン　0.02mg/以下
・トリクロロエチレン　0.03mg/以下
・テトラクロロエチレン　0.01mg/以下

ア
河
川

②
　
生
　
活
　
環
　
境
　
項
　
目

生物化学的酸素要求量 「水質汚濁に係る環境基準について」
（昭和 46 年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号）第１の２の（１）に定める基準
値（ただし、東京湾における全窒素、全燐については一部暫定目標）

ア　河川　生物化学的酸素要求量
Ａ類型　2 mg/以下　　Ｂ類型　3 mg/以下
Ｃ類型　5 mg/以下　　Ｄ類型　8 mg/以下
Ｅ類型　10mg/以下

イ　湖沼　化学的酸素要求量
Ａ類型　3 mg/以下　　Ｂ類型　5 mg/以下
　　　　　　全窒素　　　　全燐
Ⅲ類型　0.4 mg/以下　　0.03mg/以下
Ⅴ類型　1 mg/以下　　　0.1 mg/以下

ウ　海域　化学的酸素要求量
Ａ類型　2 mg/以下　　Ｂ類型　3 mg/以下
Ｃ類型　8 mg/以下
　　　　　　全窒素　　　　全燐
Ⅱ類型　0.43mg/以下　　0.036 mg/以下
Ⅲ類型　0.83mg/以下　　0.065 mg/以下
Ⅳ類型　1.2 mg/以下　　0.09mg/以下

イ
湖
沼

化学的酸素要求量
全窒素
全燐

ウ
海
域

化学的酸素要求量
全窒素
全燐

３　騒　　音

騒音 「騒音に係る環境基準について」
（平成 10 年９月 30 日環境庁告示第 64 号）第１に定める基準値
　　　　　　　　昼間　　　　　夜間
ＡＡ類型　　　50dB 以下　　　40dB 以下
Ａ及びＢ類型　55dB 以下　　　45dB 以下
Ｃ類型　　　　60dB 以下　　　50dB 以下
ただし、次に掲げる地域に該当する地域については、目標値は上記によ
らず下記の基準値とする。
Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域
　　　　　昼間　　　　　夜間
　　　　60dB 以下　　　55dB 以下
Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する地域及びＣ地域の
うち車線を有する道路に面する地域
　　　　　昼間　　　　　夜間
　　　　65dB 以下　　　60dB 以下
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航空機騒音 「航空機騒音に係る環境基準について」
（昭和 48 年 12 月 27 日環境庁告示第 154 号）第１に定める基準値
Ⅰ類型　　70 ＷＥＣＰＮＬ以下
Ⅱ類型　　75 ＷＥＣＰＮＬ以下

４ 地盤沈下 地盤沈下 地盤沈下を進行させないこと

表 2-1-7　公共団体等の実施する主な公害対策事業

事　業　名 内　　　容

（14 ～ 18 年度）

下 水 道 整 備 増加処理人口　401千人

処理能力廃 棄 物 処 理 整 備

（事業実施団体数）

ご み 処 理 施 設 1,691t/日

（８市等）

粗大ごみ処理施設 　 80t/日

（１市）

し 尿 処 理 施 設  263/日
（１市１組合）

埋 立 処 分 地 設備用量31.5千以上
（２市）

リサイクルプラザ   127t/日

（２市）

生ごみ堆肥施設 　 10t/日

（１市）

監視測定体制整備 環境測定機器及び監視測定
機器の整備並びに低公害車
の購入（７市）

公害防止調査研究 有害大気汚染物質調査等

公 園 緑 地 等 整 備 県立公園整備事業等

交 通 対 策 交差点改良
道路整備

地 盤 沈 下 対 策 工業用水道整備
河川流量調

表 2-1-8　公害対策事業の事業費

事　　業　　名
計画期間内
計画事業費
（百万円）

（14 ～ 18 年度）

公共下水道（終末）

公
害
対
策
事
業

特
別
負
担
適
用
事
業

下
水
道

整
備

9,094

地域下水道（終末）  7,380

ごみ処理施設 64,913
廃
棄
物
処
理

施
設
整
備

し尿処理施設 3,790

埋立処分地 2,756

その他 4,859

監視測定体制設備 1,278

特
例
負
担
非

適
用
事
業

公共下水道等（管渠） 65,985

公害防止調査研究 1,139

その他 10,710

公
害
関
連
事
業

公園緑地等整備 90,830

交通対策 141,043

地盤沈下対策 539

その他 3,570

合　　　　計 407,886

表 2-1-9　計画における事業者の講ずる措置に
　　　　 係る事業費

 
計画期間内計画
事業費（百万円）

（14 ～ 18 年度）

大 気 関 係 81,001

水 質 関 係 16,574

騒 音・悪 臭 関 係 1,081

産 業 廃 棄 物 関 係 5,802

そ の 他 3,764

合 計 108,222



第９節　公害防止協定

１．制度の概要

　企業の事業活動に伴って発生する公害を防止

し、地域住民の健康の保護と生活環境の保全及び

地球環境の保全を図ることを目的に、法令を補完

し、法令よりも厳しい排出基準等を設定すること

などにより地域と企業の実情に応じたきめ細かい

指導を行うため、企業と公害防止協定を締結して

います。

　公害防止協定は、県、地元市、企業の三者間で

締結した「公害の防止に関する協定（基本協定）」

と同協定に基づく「公害の防止に関する細目協定

（細目協定）」からなっています。

２．締結の経緯

　本県では、昭和43年11月に東京電力㈱との間に

公害防止協定を締結したのをはじめとして、17年

11月現在、千葉臨海地域に進出している主要企業

53社62工場との間で協定を締結しています。（表

2-1-10）

３．基本協定の概要

　基本協定は、公害防止の理念、年間計画書、事

前協議、緊急時の措置、被害補償等協定の基本的

な事項について定めており、期間の限定はしてい

ません。

４．細目協定の概要

　細目協定は、基本協定に基づき具体的な排出量、

排出濃度、監視等について期間を明示して定めて

おり、現在の細目協定は17年１月20日付けで更新

され、その概要は次のとおりです。

(1）適用期間

　17年４月１日から22年３月31日まで

(2）協定の内容

ア　大気汚染の防止

　(ア）硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんの

　　全協定工場の排出総量及び工場ごとの＊総量

　　規制を定めています。

　(イ）炭化水素について、これを発生する原油、

　　揮発油、ナフサ等を対象に屋外タンク、出荷

　　施設、使用施設及び製造施設ごとに排出防止

　　のための施設基準を定めています。

イ　水質汚濁の防止

　(ア）ＣＯＤ等の汚濁負荷量については総量規

　　制を定めています。

　(イ）東京湾富栄養化対策として窒素、りんに

　　ついて排出水中の濃度、負荷量を定めています。

　(ウ）トリクロロエチレン、テトラクロロエチ

　　レン等の有害物質について、排出基準を定め

　　ています。

ウ　その他

　地盤沈下対策として地下水採取総量等を定めて

いるほか、地球温暖化物質の排出抑制や地質汚染

の防止対策、化学物質による環境汚染の未然防止

対策、騒音、悪臭対策についても定めています。

５．協定違反

　17年2月に、ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所（千

葉地区）において、排出水のシアンなどの測定値

が公害防止協定に定める基準を超過していたにも

かかわらず、測定値を書き換えていたことが、判

明しました。

　このことは、協定の根幹である信頼関係を著し

く損なう許し難い行為であるとともに、県民に対

する重大な背信行為であることから、同社に対し

て、再発防止と抜本的な対策を強く指示し、改善

報告書を提出させるとともに、改善対策の実施状

況を確認するため、四半期ごとに立入調査を実施

するなど協定に基づく指導を強化しました。

　この事案を契機に、他の協定締結工場に対して、

水質測定値等の自主点検結果を報告させるととも

に特別立入調査を実施し、環境管理部門の組織体

制・チェック機能や分析データの取扱い方の適否

などの確認を行いました。

　その中で、昭和電工㈱、王子コーンスターチ㈱、

不二サッシ㈱においても、水質の測定回数や測定

値の書き換えなどの協定違反が判明したことから、

62

総
合
対
策



それぞれ再発防止と抜本的な対策を強く指示しま

した。

　それぞれの違反の概要は次のとおりです。

（１）ＪＦＥスチール㈱東日本製鉄所

　　水質測定結果について、協定値を超えるシア

　ンやＣＯＤなどのデータを協定値内に書き換え

　（17年２月公表）。

（２）昭和電工㈱千葉事業所

　　水質測定結果について、協定値を超える排出

　量のデータを協定値内に書き換え（17年３月公

　表）。

（３）王子コーンスターチ㈱千葉工場

　　水質測定結果について、測定回数を偽るとと

　もに、測定値を越えるＣＯＤなどのデータを協

　定値内に書き換え（17年８月公表）。

（４）不二サッシ㈱生産本部千葉事業所

　　水質測定結果について、測定回数を偽るとと

　もに、16年度はＣＯＤ等の主要な項目が長期に

　わたって欠測（17年８月公表）。

　

　これらの事案の発生は、経営者自身が、企業経

営における環境問題の重要性を正しく認識してい

なかったことが、根本的な原因であると考えられ

ることから、17年９月には、協定締結企業53社62

工場の経営責任者を招集して「公害防止協定厳守

のための緊急会議」を開催し、協定が築いてきた

公害防止の歴史や意義を十分再認識して企業経営

に当たるよう強く求めました。

　17年11月には、協定を締結している全62工場が

集まり、協定に定める公害防止の理念に立ち返り、

協定を遵守すべく、厳正、的確に事業を実施する

よう申し合わせが行われました。

　なお、全ての協定締結工場に対する特別立入調

査の結果、測定値の書き換えなどの新たな協定違

反はありませんでした。

６．かずさ環境協定

　千葉臨海地域に進出している主要企業との間に

締結しているこの公害防止協定とは別に、かずさ

アカデミアパークに対する総合的な環境保全対策

を目的として、県、地元市、企業等の三者間で

「かずさ環境協定」を締結することとしています。

　なお、６年６月に(財)かずさディー・エヌ・

エー研究所と協定を締結したのをはじめとして、

17年９月末現在、16事業所との間で協定を締結し

ています。今後もかずさアカデミアパークへの事

業所進出に伴い、協定締結の申し入れを行ってい

く予定です。なお、「かずさ環境協定」の概要は

次のとおりです。

（１）環境の維持・向上のための基本的方向

　かずさアカデミアパーク及びその周辺地域の環

境の向上や環境への負荷の軽減等協定の目的とす

る方向を定めています。

（２）環境活動の内容

　環境活動の総合的推進、法令等による環境保全

対策の実施、新たな環境汚染の未然防止、廃棄物

の適正処理、快適な環境づくりの推進と事業所が

実施すべき環境活動について定めています。

（３）環境活動管理制度

　環境保全組織の整備、環境への影響の把握、環

境報告書の作成・提出、環境報告書の審査、住民

との交流の促進、事前協議、事故に関する対応、

報告及び調査等環境活動を管理するための制度に

ついて定めています。

（４）責務の確認

　違反時の措置、被害補償、情報の適正な管理、

地位の承継等責務の確認について、定めています。
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表2-1-10　公害防止協定締結工場（17年11月現在）

関
係
市

工　　　　場　　　　名 所　　在　　地
公害防止
協定締結
年月日

千
葉
市

ＪＦ Ｆ ス チ ー ル ㈱東日本製鉄所（千葉地区）千葉市中央区川崎町１ 49．１．21
東 京 電 力 ㈱千 葉 火 力 発 電 所　〃　　〃　蘇我町2-1377 〃
Ｊ Ｆ Ｅ 鋼 板 ㈱千 葉 製 造 所　〃　　〃　塩田町385-1 51．６．14
新 東 日 本 製 糖 ㈱本 社 工 場　〃　美浜区新港36 〃
サミット美 浜 パ ワ ー千 葉 み な と 発 電 所　〃　　〃　　　35 〃
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関
係
市

工　　　　場　　　　名 所　　在　　地
公害防止
協定締結
年月日

千葉市
㈱Ｊ-オイルミルズ関東事業所 千 葉 工 場千葉市美浜区新港230 51．６．14
美浜シーサイドパワー㈱新 港 発 電 所　〃　　　〃　　228-1

市
　
　
原
　
　
市

昭 和 電 工 ㈱千 葉 事 業 所市原市八幡海岸通3 49．１．21
16．１．26

キャボットジャパン㈱千 葉 事 業 所　〃　　　〃　　3 〃
王子コーンスターチ㈱千 葉 工 場　〃　　　〃　　9 〃

旭 硝 子 ㈱千 葉 工 場　〃　五井海岸10 〃
チ ッ ソ 石 油 化 学 ㈱五 井 製 造 所　〃　　 〃 　5-1 〃
丸 善 石 油 化 学 ㈱千 葉 工 場 北 地 区　〃　五井南海岸3 〃
丸 善 石 油 化 学 ㈱千 葉 工 場　〃　　　〃　　3 〃
コ ス モ 石 油 ㈱千 葉 製 油 所　〃　五井海岸2 〃
東 京 電 力 ㈱五 井 火 力 発 電 所　〃　　 〃 　1 〃
電 気 化 学 工 業 ㈱千 葉 工 場　〃　五井南海岸6 〃
日 本 曹 達 ㈱千 葉 工 場　〃　　　〃　　12-8 〃
協 和 発 酵 ケミカル ㈱千 葉 工 場　〃　　　〃　　11 〃
宇 部 興 産 ㈱千 葉 石 油 化 学 工 場　〃　　　〃　　8-1 〃
極 東 石 油 工 業 ㈱千 葉 製 油 所市原市千種海岸1 49．１．21
東 レ ㈱千 葉 工 場　〃　　〃　　2-1 〃
Ｊ  Ｓ  Ｒ  ㈱ 千 葉 工 場　〃　　〃　　5 〃
三 井 化 学 ㈱市 原 工 場　〃　　〃　　3 〃
出 光 興 産 ㈱千 葉 製 油 所　〃　姉崎海岸2-1 〃
出 光 興 産 ㈱千 葉 工 場　〃　　〃　　1-1 〃
東 京 電 力 ㈱姉 崎 火 力 発 電 所　〃　　〃　　3 〃
住 友 化 学 ㈱千葉工場 ( 姉崎地区 ) 　〃　　〃　　5-1 〃
日 本 板 硝 子 ㈱千 葉 事 業 所　〃　　〃　　6 〃
三 井 造 船 ㈱千 葉 事 業 所　〃　　八幡海岸通1 51．６．14
不 二 サ ッ シ ㈱生産本部千葉事業所　〃　　　　〃　　13 〃
不 二 電 化 ㈱千葉工場・千葉第三工場　〃　　　　〃　　40-1 〃
古 河 電 気 工 業 ㈱千 葉 事 業 所　〃　　　　〃　　6 〃
日 立 化 成 工 業 ㈱五 井 事 業 所　〃　五井南海岸14 〃
旭 ペ ン ケ ミ カ ル ㈱千 葉 工 場　〃　五井海岸10 〃
三 菱 製 綱 ㈱千 葉 製 作 所　〃　八幡海岸通1-6 ５．１．8
三 井 製 糖 ㈱千 葉 工 場　〃　　　〃　　2-16 ５．３．12
京 葉 モ ノ マ ー ㈱　〃　　　〃　　2-16 ７．２．９
市 原 エ コ セ メ ン ト ㈱　〃　八幡海岸通1-8 13．３．28
㈱ ベ イ サ イド エ ナ ジ ー 市 原 発 電 所　〃　五井南海岸8-9 15．５．14
住 友 化 学 ㈱千葉工場（ 袖ケ浦地区）袖ケ浦市北袖9-1 49．１．21

袖
　
ヶ
　
浦
　
市

富 士 石 油 ㈱袖 ケ 浦 製 油 所　〃　　〃　　1 〃
吉 野 石 膏 ㈱千 葉 第 一 工 場　〃　　〃　　18 〃
東 邦 化 学 工 業 ㈱千 葉 工 場　〃　　〃　　10 〃
広 栄 化 学 工 業 ㈱工 場袖ケ浦市北袖25 49．１．21
片 倉 チ ッ カリン ㈱千 葉 工 場　〃　　〃　13 〃
日 産 化 学 工 業 ㈱袖 ケ 浦 工 場　〃　　〃　11-1 〃
日 本 燐 酸 ㈱　〃　　〃　14 〃
東 京 電 力 ㈱袖 ケ 浦 火 力 発 電 所　〃　　中袖2-1 〃
旭 化 成 ケミカル ズ ㈱川崎製造所千葉工場　〃　　〃　5-1 〃
チ ヨ ダ ウ ー テ ㈱千 葉 工 場　〃　　北袖12-1 61．４．１
吉 野 石 膏 ㈱千 葉 第 二 工 場　〃　　南袖52 元．12．22
㈱ 荏 原 製 作 所袖 ケ 浦 事 業 所　〃　　中袖20-1 ４．７．10
㈱ 川 重 ガ ス タ ー ビ ン 研 究 所　 　〃　　南袖50-1 ６．１．18
㈱エヌエスエネルギー袖ケ浦 袖 ケ 浦 発 電 所　〃　　中袖5-1 15．３．25
東 京 瓦 斯 ㈱ 　〃　　〃　1-1 15．９．30袖 ケ 浦 工 場
㈱ か ず さ ク リ ー ン シ ス テ ム木更津市新港17-2 13．11．16木更津市
君 津 共 同 火 力 ㈱ 君津市君津1君津市 49．１．21君 津 共 同 発 電 所

新 日 本 製 鐵 ㈱ 君津市君津1
木更津市
君津市
富津市

49．１．21君 津 製 鐵 所

東 京 電 力 ㈱ 富津市新富25
富津市

60．９．27富 津 火 力 発 電 所
新 日 本 製 鐵 ㈱ 　〃　〃　1 49．３．30技術開発本部総合技術センター
　 　計 53社62工場　　

大日本インキ化学工業㈱千 葉 工 場　〃　　　〃　　12 〃



第10節　環境影響評価制度等

１．環境の汚染を未然に防止する制度

　環境の汚染を未然に防止するため、県において

は、環境影響評価制度、宅地開発や工業団地への

事業場の立地に際しての事前審査等の制度を設け

ています。

　環境影響評価制度は、開発事業等を行う事業者

が、事業の実施に伴って生ずる環境への影響につ

いて事前に調査・予測・評価を行うとともに環境

の保全のための措置の検討を行い、住民や行政機

関などの意見を取り入れつつ、その事業の実施の

際に環境の保全への適正な配慮を行うための仕組

みであり、環境アセスメントともいいます。

　事前審査制度は、環境影響評価制度の対象規模

未満の宅地開発や、臨海部・内陸部の工業団地への

事業場の立地に当たって、県が環境の保全の見地か

ら事前審査を行うものであり、これらの制度の運用

により、公害の発生の未然防止と地域の環境の保全

の確保が総合的に図られるよう努めています。

２．環境影響評価制度の概要

（１）経　緯

　県では、昭和55年に、環境影響評価に関する手

続等を定めた「千葉県環境影響評価の実施に関す

る指導要綱」を制定し、56年以降、約150件を超

す事業について環境影響評価の実施を指導してき

ました。

　一方、国においても、昭和59年になされた閣議

決定により定められた要綱等により、国が実施又

は関与する事業について環境影響評価の実施が図

られてきましたが、平成９年６月に、閣議決定要

綱を充実・改善する形で、新たな手続や考え方が

取り入れられた「環境影響評価法」が制定され、

法律に基づく統一的な環境影響評価制度が確立さ

れました。

　同法の制定を受け、県においても、指導要綱の

見直しを行い、10年６月に「千葉県環境影響評価

条例」を制定・公布し、同法とともに11年６月か

ら施行されています。

（２）環境影響評価法

　現在、環境影響評価制度は、環境影響評価法と

千葉県環境影響評価条例の２本立てで運用されて

います。このうち、法は、規模が大きく環境に著

しい影響を及ぼす可能性のある事業を対象として

環境影響評価手続を定めています（対象事業の種

類・規模については表2-1-11参照）。

　環境影響評価法に基づき実施される手続の概要

は以下のとおりです。

ア　第二種事業についの判定（＊スクリーニング）

　　必ず環境影響評価を行う「第一種事業」より

　も一定の範囲で規模が小さい「第二種事業」を

　行おうとする事業者は、環境影響評価手続を行

　う必要があるかどうかの判定を受けます。　

イ　環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）

　の手続（＊スコーピング）

　　事業者は、環境影響評価（調査・予測・評価）

　の項目や方法を記載した方法書を縦覧します。

　方法書についての関係市町村長意見及び住民等

　の意見、学識経験者等で構成される環境影響評

　価委員会の答申を踏まえ、知事は事業者に対し

　て意見を述べます。　

ウ　環境影響評価準備書（以下「準備書」）という。）

　の手続

　　事業者は、方法書の手続を経て、選定した項

　目や手法により実施した環境影響評価の結果を

　記載した準備書を縦覧し、方法書と同様、知事

　は事業者に対して意見を述べます。　

エ　環境影響評価書（以下「評価書」という。）

　の手続

　　準備書に対する意見を踏まえ内容を修正した

　評価書に対して、許認可等権者は、環境大臣の

　意見を踏まえた意見を事業者に述べ、事業者は、

　評価書の補正を行った上で縦覧します。

（３）千葉県環境評価条例

　千葉県環境影響評価条例は、条例の対象となる

事業について行うべき環境影響評価手続と、法の

対象となる事業について法に基づき環境影響評価

手続が実施される場合における本県独自の付加手
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続を定めています。

　千葉県環境影響評価条例に基づき実施される

手続の流れは、環境影響評価法の手続とほぼ同様

ですが、事業計画概要書に関する手続が行われる

点、方法書等の公告・縦覧を事業者に代わって知

事が行う点や、評価書に対して意見を述べるのが

免許等を行う者ではなく知事である点などが法の

手続と異なっています（手続の流れについては図

2-1-12参照）。

　また、条例により法の手続に付加される手続と

して、スクリーニングにおける届出書面の縦覧、

準備書への意見に対する事業者見解を記載した書

面（見解書）の縦覧、環境影響評価委員会への諮問、

公聴会の開催、事後調査報告書の提出などの規定

が設けられています。

　なお、対象事業の種類・規模や、環境影響評価

を実施するための技術的指針について定めた規則

や環境影響評価技術細目等を制定し、条例と併せ

て運用しています。

（４）平成16年度中の環境影響評価実施状況

　16年度は、環境影響評価法及び千葉県環境影響

評価条例に基づき、次のとおり、合計５件の事業

について、環境影響評価の手続が行われており、

それぞれの事業に対する知事意見はホームページ

に掲載しています。

　また、事業を実施している事業者から事後調査

報告書が適宜提出されました。

ア　法対象事業（対象事業の種類・規模・手続状況）

　１　成田新高速鉄道線建設事業（鉄道の建設・

　　鉄道の長さが19.1km・準備書手続）

　２　一般国道464号北千葉道路（印旛～成田）

　　建設事業（一般国道の改築・道路の長さが

　　13.5km・準備書手続）

　３　東京国際空港再拡張事業（羽田空港）（滑

　　走路の新設（長さが2500m）を伴う飛行場の

　　変更及び公有水面の埋立て（埋立て面積

　　97ha）・方法書手続）　

イ　条例対象事業

　１　（仮称）袖ヶ浦北側地区土砂等の埋立て等

　　の事業（土砂等の埋め立て等の事業・埋立て

　　面積が44.3ha・評価書手続）

２　日本パール㈱廃棄物中間処理施設の設置

　　（廃棄物焼却施設の設置・処理能力1000t/日・

　　方法書手続）

３　開発行為の事前調査

　県内で10ha以上の宅地開発及び工業団地の造成

等を行おうとする者は、「都市計画法」「宅地開発

事業等の基準に関する条例」などに基づく許可等

の申請を行う前に「宅地開発事業指導要綱」等に

基づき関係部局へ協議することになっています。

　このため事業者は、土地利用を含めた事業計画

を始め、開発行為が地域の環境に及ぼす影響及び

環境保全対策などについて記載した環境保全計画

書を作成し、環境全般に関する審査・指導を受け

ることとなります。

　なお、環境保全対策の充実が必要と認められる

事業については、計画の変更を含めた必要な措置

を講ずるように指導し、環境の保全に努めていま

す。

第11節　環境月間

　昭和47年６月、スウェーデンのストックホルム

で、「かけがいのない地球」をスローガンに国連

人間環境会議が開かれ、人間環境を守り良くする

ための共通の考え方を示した「人間環境宣言」が

採択され、地球環境を守るための国際機関の設置

が決められました。

　これを受けて我が国では環境庁の主唱により昭

和48年から６月５日からの１週間を「環境週間」

に、平成３年からは６月を「環境月間」とし、さ

らに５年には環境基本法により６月５日が「環境

の日」と定められました。

１．千葉県環境月間行事の実施

　県では、昭和48年から６月を「千葉県環境月間」

として、毎年各種の啓発行事を展開しています。

　17年度の主な環境月間行事は表2-1-13のとおり

であり、「捨てないで　ごみといっしょに　まじ

めさも」をテーマに各種行事を展開し、環境保全の

66
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表2-1-11　環境影響評価法・千葉県環境影響評価条例の対象事業の種類・規模

 環境影響評価法の第１種事業 環境影響評価法の第２種事業 千葉県環境影響評価条例の対象事業（基本事業）

１　道路の新設又は改築
高速自動車国道 すべて ――― ―――
首都高速道路等 ４車線以上 ――― ―――
自動車専用道路 ――― ――― ４車線以上
一般国道 ４車線・10km以上 ４車線・7.5km ～ 10km ４車線以上・7.5km ～ 10km
県道・市町村道・農道 ――― ――― ４車線以上・10km以上
林道 幅員6.5ｍ・20km以上 幅員6.5ｍ以上・10km ～ 20km 幅員6.5ｍ以上・10km ～ 20km

２　河川工事
自然公園等の区域内 ――― ――― ２車線以上

ダム 貯水面積100ha以上 貯水面積75ha ～ 100ha 貯水面積75ha ～ 100ha
堰 湛水面積100ha以上 湛水面積75ha ～ 100ha 湛水面積75ha ～ 100ha
湖沼水位調節施設 改変面積100ha以上 改変面積75ha ～ 100ha 改変面積75ha ～ 100ha
放水路 改変面積100ha以上 改変面積75ha ～ 100ha 改変面積75ha ～ 100ha

新幹線鉄道 すべて ――― ―――
３　鉄道又は軌道の建設又は改良

普通鉄道 長さ10km以上 長さ7.5km ～ 10km 長さ５km ～ 10km
モノレール ――― ――― 長さ５km以上
軌道 長さ10km以上 長さ7.5km ～ 10km 長さ５km ～ 10km

４　飛行場及びその施設の設置又は変更
　 滑走路長　2500ｍ以上 滑走路長　1875ｍ～ 2500ｍ 滑走路長　1875ｍ～ 2500ｍ

５　発電用電気工作物の設置又は変更
水力発電所 出力３万kw以上 出力2.25万kw ～３万kw 出力2.25万kw ～３万kw
火力発電所 出力15万kw以上 出力11.25万kw ～ 15kw 出力11.25万kw ～ 15万kw
地熱発電所 出力１万kw以上 出力0.75万kw ～１万kw ―――
原子力発電所 すべて ――― ―――

６　廃棄物最終処分場の設置又は変更
　 埋立面積30ha以上 埋立面積25ha ～ 30ha 埋立面積４ha ～ 30ha

７　公有水面その他の水面の埋立て又は干拓
　 面積50ha超 面積40ha ～ 50ha 面積40ha ～ 50ha

８　土地区画整理事業

住宅・工場・研究施設
上記以外

面積100ha以上（都計事業） 面積75ha～100ha（都計事業）
面積50ha以上
面積75ha以上

９　新住宅市街地開発事業
　 面積100ha以上 面積75ha ～ 100ha 面積75ha ～ 100ha

10　工業団地造成事業
　 面積100ha以上 面積75ha ～ 100ha 面積50ha ～ 100ha

11　新都市基盤整備事業
　 面積100ha以上 面積75ha ～ 100ha 面積75ha ～ 100ha

12　流通業務団地造成事業
　 面積100ha以上 面積75ha ～ 100ha 面積75ha ～ 100ha

13　宅地開発事業

住宅・工場・研究施設
上記以外

面積100ha以上（公団事業） 面積75ha ～ 100ha（公団事業）
面積50ha以上
面積75ha以上

14　レクリエーション施設用地造成事業

総合遊園地など
ゴルフ場（新設）
ゴルフ場（増設）

――― ――― 面積75ha以上
18ホール以上
９ホール以上

――― ―――
――― ―――

15　工場の新設又は増設

　
――― ――― 排水量１万㎡/日又は
――― ――― 燃料使用量20ｔ/時以上

16　終末処理場の新設又は増設

　
――― ――― 敷地面積15ha又は
――― ――― 計画処理人口20万人以上

17　し尿処理施設の新設又は増設
　 ――― ――― 処理能力250kl/日以上

18　廃棄物焼却等施設の新設又は増設
焼却施設 ――― ――― 処理能力100t/日以上

――― ――― 処理能力100t/日以上
19　砂利等採取事業
　 ――― ――― 採取場面積30ha以上

溶融施設

20　土砂等の埋立て等の事業
自然公園等の区域内 ――― ――― 埋立面積10ha以上

――― ――― 埋立面積40ha以上自然公園等の区域外

３
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重要性について県民の理解を求めました。

２．環境保全功労者の表彰

　環境保全功労者の表彰については、環境保全の

ために顕著な功績のあった者を環境保全功労者

（千葉県環境賞）として昭和52年度から、地域環

境保全に顕著な功労のあった者を地域環境功労者

知事感謝状被贈呈者として56年度からそれぞれ表

彰しており、17年度までの被表彰者数は、千葉県

環境賞80名（個人55名、団体25団体）、地域環境

功労者知事感謝状贈呈者101名（個人69名、団体

32団体）となっています。

　なお、17年度の被表彰者は表2-1-14のとおりで

す。

３．その他

　環境月間以外の行事として、ゴミゼロ運動、３

Ｒ推進月間等の各種行事を実施しました。
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表2-1-13　主な環境月間関連行事実施結果一覧（17年度）

行　事　名 内　　　　　　　容 場　　所 期　日

ゴミゼロ運動
ごみの散乱防止と再資源化促進の普及啓発を目的
に、散乱空き缶等の県内一斉清掃の実施
＜参加者641,037名＞

県内一斉
５月29日を
中心に

平成17年度千葉県
　　環境月間表彰式
○環境保全功労者
　表彰
○環境月間にちなん
　だポスター・
　作文・標語入賞者
　表彰

千葉県環境賞（１団体）

地域環境功労者知事感謝状（１団体、５名）

知事表彰入賞者ポスター（８名）、作文（９名）、

標語（６名）＜応募総数2,958点＞

県庁 ６月14日

手賀沼ウォッチング
環境ボランティアのガイドによる手賀沼周辺及び
船上での自然観察

手賀沼親水広場
及びその周辺

６月５日
　・19日

水辺探検隊
小中学生を対象とした手賀沼の自然に関する体験
学習

手賀沼親水広場
及びその周辺

６月12日
　・26日

環境月間における
８都県市のディーゼ
ル車対策に係る一斉
取組

千葉県ディーゼル条例に基づく運行規制の遵守状
況の確認検査

東京ディズニー
ランド駐車場

６月９日

環境月間における
８都県市のディーゼ
ル車対策に係る一斉
取組

千葉県ディーゼル条例に基づく運行規制の遵守状
況の確認検査

成田国際空港内
バス乗降所

６月９日

鳥獣保護功労者表彰
式

鳥獣保護活動における功績のあった個人・団体を
表彰する。

県庁
表彰式
６月３日

環境月間における
埠頭同一日取締

千葉県ディーゼル条例に基づく運行規制の遵守状
況の確認検査

千葉港船橋中央
埠頭

６月29日

愛鳥作品コンクール
愛鳥思想の普及啓発を図るため、小・中・高校生
を対象に愛鳥ポスターを募集し、表彰を行なう。

県庁

募集締切
６月30日
表彰式
８月26日

産業廃棄物不適正処
理現場一斉合同パト
ロール

産業廃棄物の不法投棄の監視 富津市 ６月20日
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ゲンジボタル観賞の
夕べ第２回

ゲンジボタルの集団発光を見てみよう。
スポット７ホタ
ルの里（大原町
山田地区）

６月４日

海辺の植物を見にい
こう

日本で最初に指定された天然記念物「太東海浜植
物群落」とその周辺の植物を観察しよう。

「太 東 植 物 群
落」指定地周辺
（岬町和泉地区）

６月12日

磯の生き物をさがそ
う

磯にはどんな生き物がいるのかな？みんなでさが
してみよう。

大原町岩船海岸 ６月26日

千葉県環境研究セン
ター一般公開

研究室等公開

①大気部他
　（市原市）
②水質地質部
　（千葉市）

①６月13日
　　～17日
②６月６日
　　～12日

公開講座
「ふれてみよう房総の地質環境」をテーマに、実
験・体験を通じて地質環境について学ぶ

県環境研究セン
ター水質地質部
（千葉市）

６月11日

水
－科学と感性の融合
をめざして－

地球の水収支とバーチャルウォーターに関する基
調講演に引続きパネルディスカッションを行ない
ます。

千葉県立中央博
物館講堂

６月12日

潮だまりの海藻
天津小湊町・鯛の浦の磯で、潮だまりの海藻を観
察し、その見分け方を学びます。

鴨川市天津小湊 ６月12日

環 境 教 育 ワ ー ク
ショップ
－持続可能な社会の
ための教育－

「国連持続可能な開発のための教育の10年」が始
まりました。持続可能な社会に向けての教育活動
には何が必要か、皆さんと共に考えます。

千葉県立中央博
物館会議室

６月18日

山の学校
君津市立三島小学校周辺で自然観察をします。幼
児でも楽しめるような分かりやすい解説をします。

君津市三島小学
校

６月25日

カタツムリをさがそ
う

身近な環境で、様々な種類のカタツムリとその生
活をさぐります。

千葉県立青葉の
森公園

６月26日

富浦わくわく体験
びわ狩り（びわの特性についてのお話）
釣り（釣りのマナーについての講話）

千葉県立大房岬
少年自然の家

６月４日
　・５日

表2-1-14　17年度被表彰者

１　千葉県環境賞

氏　　名（名称） 功績分野 功　　績　　概　　要

大清泉の湧水を復元し、

周辺の自然環境を守る

会

環境保全

大清泉の湧水をポンプでくみ上げ、同会が整備した手製の

水車により小川を通し、坂川の上流の富士川に送っている。

この水車で湧水を小川に送り込むことで、ドジョウやクチ

ボソ、カワニナ、巻き貝といった生物の保存にも努めてい

る。また、河川周辺の花壇の整備や隣接市の住民にも呼び

かけ河川清掃等も実施する等、市域を越えた活動を行って

おり、地域住民の環境保全への意識を高め、河川浄化・環

境保全活動に多大な貢献をしている。
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２　地域環境功労者知事感謝状

氏　　名（名称） 功績分野 功　　績　　概　　要

大　塚　四　郎 自然保護 長年にわたり、自然保護指導員として、特に印旛沼周辺を

巡回し、自然環境の保全に関する普及並びに保全地域にお

ける自然環境の保全のための指導及び監視を熱意をもって

遂行している。

平　野　道　雄 自然保護 長年にわたり、自然保護指導員として、自然環境保全地域

内及び自然公園区域の巡視を行い、同区域内における危険

箇所や違反行為等の報告などを積極的に行い、自然環境の

保護に多大な貢献をしている。

中　川　智　雄 環境保全 長年にわたり、ほぼ毎日飯岡海岸一帯の散乱ゴミ及び漂着

ゴミの清掃活動を自主的に行っており、地域環境美化さら

にはその意識の啓発に大きく貢献し、地域住民の模範と

なっている。

岡　田　竹　夫 環境保全 なぎさ百選にも選ばれている海岸線において、年間を通し

早朝から、漂着した流木やゴミなどの清掃活動を行い、特

に、海水浴シーズンには活動回数を増やし海岸の美化に努

めるなど地域の環境美化活動に多大な貢献をしている。

秋　葉　　　明 環境保全 長年にわたり、毎朝早朝から海岸や砂丘地帯の監視活動や

漂着したゴミ・不法投棄されたゴミの収集を行い、さらに

は、アカウミガメの産卵、コアジサシのコロニーの状況を

関係機関に報告するなど、貴重な自然環境の保全活動を先

頭に立って行っており、環境美化及び自然環境の保全に多

大な貢献をしている。

九十九里浜の自然を守

る会

環境保全 同会では、九十九里浜への車両乗り入れ防止のための、チ

ラシ、パンフレット配布による啓発活動と併せて、海浜地

域の清掃活動を行っている。また、アカウミガメの上陸、

産卵調査及び監視活動の実施、さらには、海浜植物類につ

いての分布調査を行い、繁茂地域を拡大するなど、町の自

然保護活動に大きく貢献している。



第12節　千葉県地域環境保全基金

１．設置の趣旨

　都市・生活型の環境問題に対する取組が実効を

挙げるためには、県民等の自覚と行動が不可欠で

あることに加えて、県民のニーズも単に公害のな

い環境にとどまらず、快適でうるおいのある生活

環境の形成等の質的な変化がみられるため、従前

から行っている地域の環境保全対策を充実する必

要があります。

　また、地球環境問題をはじめ、複雑・多様化す

る環境問題に対応していくためには、地域の環境

保全に関する事業等をさらに積極的かつ継続的に

取り組んでいく必要があります。

　このため、地域に根ざした環境保全に関する事

業を展開する資金を安定的に確保するため、２年

３月27日に「千葉県地域環境保全基金条例（以下

「基金条例」という。）を公布・施行し、条例に

基づく千葉県地域環境保全基金（以下「基金」と

いう。）を２年３月30日に設置しました。

２．基金の額

　基金の額は、元年度に国の地域環境保全対策費

補助金２億円を受けて５億円で造成し、その後、

２年度及び６年度にそれぞれ５億円を追加造成し

ましたが、13年度末に、近年の環境問題に対する

迅速な取り組みの必要性が増してきたことにより

条例を改正し、特定の使途については、基金の処

分ができることとして５億円を「ちば環境再生基

金」へ充当したため、16年度末現在では、約10億

４千万円となっています。

３．基金運用益の処理及び使途

　基金の運用から生ずる利益は、毎年度の歳入歳

出予算に計上し、

　・地域の環境保全活動に関する基盤整備事業

　・地域の環境保全活動に関する知識の普及事業

　・地域の環境保全のための実践活動に対する支

　　援事業

　・その他地域の環境保全活動に関する事業

に要する経費及び基金の管理に要する経費に充て

ることとしています。

　基金の16年度運用益は209千円であり、

　・総合的環境学習推進事業　

に充当しました。
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第13節　ＮＰＯ等との連携の促進

　環境問題の解決に向けては、私たちの日常生活

それ自体が環境への負荷を伴うという認識の下、

既に各地域等でＮＰＯをはじめ各主体が環境保全

活動に取り組んでいるところですが、更に環境保

全活動への取組みを充実していくためにも、社会

の構成員であるすべての主体が共通の理解を持ち、

それぞれ協力して環境の保全に向け実際に行動し

ていくことが大切です。

　こうしたことから、県では、県民、企業、ＮＰＯ、

行政等が連携して、地域から環境保全活動の輪を

広げ、よりよい環境づくりに取り組むため、ＮＰ

Ｏや企業などの活動を支援する施策やＮＰＯとの

協働事業を推進しています。

（１）環境保全活動を行うＮＰＯへの支援

　本県では、重点施策のひとつとして「ＮＰＯ立

県千葉の実現」を掲げ、１４年度からＮＰＯ施策

を本格的にスタートさせました。

　この一環として、地域社会づくりの主体として

期待されているＮＰＯの自立を促進し、地域社会

が抱える課題解決に向けて継続的、自発的に取り

組んでいる活動を支援するために、「ＮＰＯ活動

補助金事業」を実施しています。

　17年度は全体で52件の応募があり、このうち環

境分野では10件の応募があり、ＮＰＯ法人日本プ

ロライフガード協会の「九十九里ゴミゼロ２００

５」、森林塾かずさの森の「房総の山体験ツアー

の通年受け入れ体制の整備」、まちネット・ふな

ばしの「資源循環型まちづくりの構築を目指して

～塚田地区・住民参加のリサイクル推進モデル事

業～」など６件を補助対象として決定したところ

です。

（２）ちば環境再生計画推進に向けた取組

　ふるさと千葉の自然の保全と再生を行うために

は、地域住民やＮＰＯなどとの連携が重要である

ことから、県民総参加による「ちば環境再生基

金」を(財)千葉県環境財団に設置しました。

　基金の事業活動の一つとして、ＮＰＯ・民間活

動団体が実施する県内での自然環境の保全と再生

等の活動を公募し、助成を実施しています。

（３）企業の環境保全活動への支援

　民間の新たな環境技術の実用化を目指すエコテ

クサポート制度により共同研究等を推進するとと

もに、企業、大学、県試験場等、産学官連携して

「千葉県環境新技術開発事業化研究会」を設立し、

環境関連分野の技術開発に取り組む企業を支援し

ています。

　また、県内事業者においても環境保全の自主的

な取組を進めるため、環境マネジメントシステム

の国際規格であるＩＳＯ１４００１の認証を取得

する動きが高まっていることから、認証取得に向

けた講習会を開催するなどの支援を行っています。

（４）各主体との協働

　県民、企業、ＮＰＯ、行政等が連携して、地域

から環境保全活動の輪を広げていくことが重要で

あることから、環境シンポジウムやエコメッセを

パートナーシップによる実行委員会形式で開催し、

よりよい環境づくりを目指しています。

　またＮＰＯとの協働事業のため、意見交換会や

協働事業提案募集事業を実施しています。

　この協働事業提案で採択され、17年度環境分野

で実施している事業としては、小学生を対象とし

た海老川調節池予定地での生き物観察会、中小企

業向けの環境経営システム「エコアクション２

１」の普及事業、ワークショップ方式によるごみ

減量に向けた優良取組事例集の作成とその広報の

３事業を実施しています。

　また、環境問題を解決していくためには、県民

一人ひとりが環境について理解を深め、環境に配

慮した行動をとることが必要であるため、ＮＰＯ

等と連携した環境学習を実施しています。その一

環として、一般県民（大人）や県内小・中学生を

対象にした環境講座の実施業務をＮＰＯに委託す

る事業を15年度から開始しました。公募した結果、

16年度は３件を委託先として決定しました。
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